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 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は、１６人につき、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

決算審査特別委員会を昨日に続き行います。 

（１０：００） 

 委 員 長  こども課の説明を求めます。 

こども課長 

こども課長  おはようございます。 

 それでは、こども課の決算を説明させていただきます。 

 決算書の７１ページをお開きください。 

 ２款１項２７目こども未来センター費です。決算額は６，４９３，８５９円です。

主な支出としましては、こども未来センター運営委員会や要保護児童対策地域協議

会、子どもの権利委員会及び救済委員会などの報酬や虐待防止研修会の講師謝金、事

務的な経費などになります。 

 次の７３ページですが、いのちの大切さを学ぶため、各小中学校で実施しているい

のちの授業への助成や幼児期の情操教育の一環として、平成２６年度は人形劇公演を

行いました。 

 次に、決算書１０７ページをお願いいたします。 

 １０７ページ中段から１１０ページにかけまして、３款２項１目児童福祉総務費で

す。これには繰り越し事業の予算として、５，７７８千円が含まれております。 

 また、需用費、委託料、使用料及び賃借料の一部、それと工事請負費につきまして

は、教育課分となっております。 

 それでは、こども課分について、ご説明いたします。 

 職員人件費と教育課分を除きまして、決算額は３２，２４３，２０９円です。 

 主な事業は、子育て支援センターや学童保育事業、児童福祉全般などになります。 

 新たなものとしまして、ファミリーサポートセンターのアドバイザーとして、臨時

職員を１名、１０月から雇用いたしましたので、６カ月分の賃金を支出しています。 

 その他は前年度同様に、子育て支援やファミリーサポートの講座、講習などを実施

し、講師謝金や託児賃金などを支出しております。 

 次に、１０９ページをお願いいたします。 

 委託料のこども課分としましては、１９，２３６，９０７円で、社会福祉協議会に

運営を委託しております学童保育所３カ所の運営委託料、それと子ども・子育て支援

法に基づき策定しました子ども・子育て支援事業計画の策定委託料、新制度に対応す

るための電算システムの委託料などが大きなものとなっております。 

 電算システムにつきましては、子ども・子育て支援新制度が平成２７年４月から施

行されることに伴うシステムの改修に必要な経費を、国、県の補助金を活用し、繰り

越し事業として実施したものです。 

 次に、同じページ、２目になりますけれども、児童措置費です。旅費、需用費、役

務費の一部、及び委託料と扶助費につきましては、健康課分となります。 

 こども課の分としましては、３８３，３００，３２１円の決算です。 

 保育所の入退所に関する事務的経費や保育所運営に関する負担金や補助金の支払

いなどを行っています。  

 主なものは１９節負担金補助及び交付金で、備考欄に記載しています事業の実施に

対しまして、支出をしました。 

 保育所運営負担金が一番大きなものですが、町内の私立保育所及び町外の保育所等
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に対しまして、運営費の負担金３４７，７４７，２６０円を国の制度に基づき支出し

ています。 

 その他、特別保育事業、保育士等処遇改善事業、保育体制強化事業を実施した町内

の保育所に対し、実績に応じ補助金の交付を行いました。 

 次に、１１１ページ、３目の母子福祉費です。決算額は２９千円です。町の母子寡

婦福祉会に対する補助金として２９千円を支出しています。  

 同じページの４目になります。美和みどり保育所費です。１１４ページまでになり

ます。人件費を除いた決算額は５４，４７５，７３３円です。町内保育所における保

育の実施、保育所運営等に係る経費の支出が主なものです。 

 嘱託職員や苦情解決員、及び嘱託医の報酬、臨時の調理員や保育士、また代替の料

理員や保育士の賃金の支出、給食材料費や修繕費などを支出しております。 

 １１３ページから１１４ページですが、保育所の運営管理に必要な設備等の保守や

管理点検等、また園舎や園庭の清掃や消毒などの委託料、それと備品としまして、未

満児用などの遊具などを購入しております。 

 以上、こども課所管の各款項目の合計で、予算現額４８４，７９５千円、支出済額

４７６，５１３，１２２円の決算でございます。 

 次に、主要施策の成果と課題です。別冊資料をお願いいたします。 

 ９６ページから１０２ページまでになりますが、最初に申し訳ありません。数字の

訂正を３カ所お願いしたいと思います。 

 ９７ページの一番下の段です。就学前児童健全育成事業です。成果の欄の３行目、

３歳から５歳児及び引率者７４６名とありますが、７４７名に訂正をお願いいたしま

す。 

 次に、９８ページ、一番最初の段の子育て支援拠点事業の成果欄、③とありますが、

③の子育てに関する相談援助の内訳の４つ目になります。その他というのがあります

けど、その他の件数が、１４件を１６件に修正をお願いいたします。 

 次に、９９ページになりますが、９９ページ、３段目の子ども・子育て支援事業計

画、これも成果欄の２つ目、点がありますけど、２つ目の点、電算システム改修委託

として５，７７８千円とありますが、これは予算額ですので、５，４５４千円の決算

額に訂正をお願いいたします。 

 内容のご説明の前に、お断りをさせていただきたいと思います。 

 昨年度の資料と順番が前後していたり、内容や記載の仕方が違っていたりします。

今回は町の事務事業評価システムを活用して作成しましたので、このような違いが生

じておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、項目の中から主な施策を説明させていただきます。 

 はじめにこども未来センター運営事業です。９６ページです。 

 こども未来センターは児童に関する相談窓口であり、各関係機関との連絡調整機

能、相談対応や見守り、児童虐待の防止、児童の居場所確保などの総合的な支援が主

な業務です。 

 ２つ目の総合的な相談機能ですが、相談を入口に必要な支援を行っていくことが基

本であることから、防災無線やチラシ、リーフレットの配布などにより、相談窓口の

収支に継続して取り組んでいます。 

 ２６年度は全小中学校児童に対し、持ち運べるサイズのカードを配布しました。筆

箱とかに入れて持ち歩けるサイズのカードを配布しております。 

 次に、子どもの相互交流の拠点としてミラクルームを設置しています。延べ利用者

は１５３名でした。必要に応じ教育支援センターと連携し、学習や進路指導などの支

援を実施しています。 

 ９７ページになります。 
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 児童虐待防止につきましては、２６年度は新たに５件の虐待ケースが認められ、事

実確認、安全確認を行いました。新規案件も含めまして、５１件について、関連機関

との連携、見守り継続などの対応をしております。  

 続いて、要保護児童対策につきましては、２６年度は８７のケースを対象に実務者

会や関係者会などで、情報交換や現状把握、支援方法の検討などを協議し、各関係機

関と連携して、児童及び保護者への支援に努めました。 

 その他の事業につきましては、記載のとおりでございます。 

 次に、９８ページをお願いいたします。 

 子育て支援事業としまして４つ掲載しております。 

 子育て支援拠点としまして、あいあいとたんぽぽを設置し、子育て家庭の交流や相

談、情報提供などを行っています。利用者は前年度から３２％の増、相談件数も増加

をしております。広場の利用者やイベントの参加者などの増加に伴いまして、スペー

スの確保や事故防止など利用しやすい環境づくりに努めたいと思います。 

 病後児サポート事業、赤ちゃんの駅事業につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 ファミリーサポートセンター事業では会員登録のための講習会を１２回実施して

います。延べ受講者数は１３８人、１回当たり平均１１名の参加になります。その内

の８名が新規会員として登録をいただいております。２６年度は中途からアドバイザ

ーを雇用し事務手続きや活動の調整などをスムーズに行うことができております。 

 ９９ページになります。 

 学童保育事業ですけれども、学童保育は社会福祉協議会に運営委託し実施していま

す。２６年度は延べ１，８９９人の入所となっております。本年度から新制度に移行

しまして、学童保育に関し指導員の資格要件や研修の義務付け、１人当たりの面積、

設備などの基準が設けられたことによりまして、人員の確保、処遇改善、委託料の見

直しなどの課題が浮上してきております。 

 次世代育成対策行動計画につきましては、新制度移行に伴いまして、次の段の子ど

も・子育て事業計画に統合し一体的に作成しました。この計画は平成２５年度に行っ

た１１歳以下の児童がいる保護者を対象としたアンケート調査の結果に基づき、ニー

ズの把握や必要量の推計を行い、子ども・子育て会議において協議をしまして策定さ

れたものです。２７年度から５年間、この計画に基づき施策の推進を図ってまいりま

す。 

 里親制度、縁結び応援事業につきましては、記載しているとおりでございます。 

 次に１００ページです。 

 保育所関係の業務につきましては、具体的措置に記載している業務を実施していま

す。町内４カ所の保育所と町外の７保育所の利用は、２６年度は延べ６，５９４人、

月に約５４９人の利用になります。昨年度から延べ人数で２１２人の増加です。 

 定員を超えている状況が継続しており、本年度より新設保育所整備の準備を進めて

おります。 

 次に１０１ページをお願いいたします。 

 特別保育事業としまして、一時預かり、延長保育、障害児保育を実施している保育

所に対し、実績に応じて補助金を交付しております。  

 次の保育料徴収事務につきましては、現年度及び過年度の保育料未納者に対し、催

告状や督促状の発送や分納相談などを行いました。通知や電話、訪問などによる再三

の要請に応じない場合、差し押さえなどにより滞納処分を実施しております。 

 １０３ページに資料を付けておりますが、過年度分としまして、平成１５年度から

２５年度分調定額に対し、６７．９％の収納率となっております。 

 母子父子寡婦福祉業務につきましては、そこに記載しているとおりになります。 
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 次に１０２ページをお願いいたします。 

 美和みどり保育所に関するものです。ほぼ定員の入所となっております。 

 次の項目の一時預かり、その次の延長保育につきましては、町内の私立保育所と同

じように実施をしています。利用状況等は記載のとおりとなっております。 

 また、子育て支援としまして、子育て支援センターどんぐりを開設し、園庭の開放

や保護者からの相談対応、状況提供を行いました。 

 最後の給食につきましては、バランスの取れた季節感ある給食の提供に加えて、保

育所栄養士による子どもや保護者への食事指導や親子クッキングの指導、ファミリー

サポートセンター講習会の講師など、食育の推進に努めています。 

 そこに記載はしておりませんが、美和みどり保育所につきましては、屋外、屋内施

設の老朽化が進んでおります。修繕費の増加が懸念されているところです。 

 以上で、こども課の決算及び成果と課題について、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  ２点お尋ねします。 

 資料のほうですが、１００ページ、まずですね、管外保育の菅原保育園、星の子保

育園、三良坂、これはどこにあるのか、お尋ねします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 菅原保育園は久留米市です。星の子保育園につきましては、長崎県諫早市、三良坂

保育所は広島県三次市の保育所になります。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  この７つの管外保育で、小郡、大刀洗方面の方が７２名いらっしゃいます。 

 先ほど課長、西部地区方面に保育所建設の計画があるって言っているんですけれど

も、大刀洗、小郡方面への管外への保育園へ通わせている保護者の方が多い中で、西

部地区での建設で定員の確保は大丈夫なのか、お尋ねします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 大刀洗、小郡方面の入所の方が多いのは、勤務先とかがそちらの方面にあったりす

るような親御さんの都合とかもございます。町内の西部地区につきましては、筑紫野

市とかが近くにはあるんですけれども、筑紫野市などの都市圏については、広域入所

の受け入れが難しいということでお断りをされているということもありますので、西

部地区が必要ということで、西部地区のほうに整備を進めているところです。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  もう１点ですね。定員がそれぞれ保育所にありますけれども、定員の何割まで受け

入れていいのか、お尋ねします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 定員の原則は２割増しまでが受け入れるというところになっておりますが、１人当

たりの基準の床面積というものもありますし、職員体制というのがありますので、そ

れが許す限り、可能な限りで受け入れをしていただいているような状況になっており

ます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  なずなは定員１２０に対して１５２人、２割だと１４４人、８名もオーバーしてい

るんですが、これは面積とか職員数が足りているということで、受け入れをされてい

るんでしょうか。 



 6 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 はい、そのとおりでございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  資料のほうでございます。１０１ページでございます。 

 保育料の徴収事務のところでございます。平成２６年度保育料未納者現年度分、調

定額が１３７，４６４，１４０円に対しまして、収納額は１３６，６６１，１３２円

ということで、差引未納額が１，４０３，００８円ということになりますけども、こ

の未納、滞納者は何人分であるのかをお尋ねいたしたいと思います。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 何人分ということですので、児童数ということになりますので、３０人分になって

おります。以上です。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  ３０人分ということでございます。２５年度も未納、滞納がありますけども、２５

年度、２６年度、両年度、この未納、滞納者が何名かおられましたら何名なのかをお

尋ね申し上げたいと思います。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 ３人になります。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  町税とか保育料とか、使用料とかいろんな滞納とかがあるわけでございますけど

も、一番こういった保育料の、お子様の保育でございます。この辺りからですね、し

っかりとした、そういった滞納等が１件でも少なく、またはなくなるようにというふ

うな努力をなされてあるところでございますけどですね、さらなるひとつそういった

ご努力と保育をお願いする保護者の方へもですね、そういったことをひとつ理解、周

知を引き続き、よろしく強化していただきたいということをお願いしたいと思いま

す。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 資料の９６ページ、こども未来センター運営事業についてですが、同じような内容

ですので、２点一緒にお尋ねいたします。 

 中段の土曜相談室、それと一番下の段のミラクルームですね、こちらについてお尋

ねします。 

 土曜相談室については、昨年質問したときに、来室も電話も０件だったということ

でですね、その過去２年さかのぼっても１件しかなかったという答弁をいただいてお

りました。 

 ２６年度においては何件、これがありましたでしょうか。 

 それと、その下のミラクルーム来室者がですね、去年の７０５名、実質は２３名だ

ったということなんですが、今回は延べの１５３名ということでですね、かなり減っ

ております。これをですね、良いほうに捉えれば、やっぱり利用する必要がなくなっ

てですね、やっぱり地域の中で受け皿があって、そこでのびのびと生活をしていると

いうことですね。 

 やっぱり土曜相談室もそうですけども、相談をする必要とする子がですね、少なく

なったと捉えるもんかですね。 

 でも、やるほうとすればですね、やっぱり地域にそういう対象の子どもがおると仮
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定しましてですね、やっぱり１人でも２人でも来ていただける、利用してもらうとい

う政策が大事だと思うんですが、その辺りをどう捉えてありますでしょうか。お尋ね

いたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 土曜相談室につきましては、２６年度につきましても０件でございました。予約が

必要ということもありまして、こういった状況になっているのかもしれないとは思っ

ているところです。 

 ミラクルームの利用者につきましては、２５年度につきましては、確かにかなりの

人数の方が利用されておりました。２３名。 

 ただこの中でですね、夏休みだけ利用されるとか、教育支援センター利用者の方が

どちらも、ミラクルームも利用し教育支援センターも利用するというような重複した

利用者などはいましたので、ミラクルームの純粋な利用者というのは８名でいらっし

ゃいました。 

 本年度とあまり変わらないかなとは思っております。２３年度から適用指導教室と

いうのが教育課の所管になりましたので、その流れで今まで利用していた方が多かっ

たんですけれども、もう今は完全に教育支援センターのほうとミラクルームは分けて

利用されるという方もいらっしゃるので、減ってきているのかなと思います。 

 今後につきましてもですね、適応指導教室の機能はもう終了しております。ただ連

携は取って、同じようには支援をしていくようにはしておりますので、１８歳までの

児童の居場所としてですね、これからも確保し続けていきたいと思っております。以

上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料の１０３ページ、説明なかったんですが、滞納繰越額の資料があります。 

 平成２０年度がまだ滞納繰越が８万円以上残っているんですが、もう卒園されてい

ますよね。これの徴収見込はあるのかお尋ねします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 この対象の方につきましては、今現在生活保護を受給されております。そういうこ

とで、執行停止の状態になっておりますので、徴収の見込みは立っておりません。以

上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  自立されて生活保護を打ち切った場合は、また発生してくるということですか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 時効というのがありまして、今年度でその時効といいますか、を迎えることになり

ますので、今年度中に生活保護の需給が終わるということは考えられないと考えては

おります。 

 委 員 長  矢野委員 

 矢野委員  資料の９９ページなんですけど、学童保育の関係なんですけど、町民の方から聞い

たんですけど、なかなか申し込みが多くて入るのが難しい状況になっているという話

を聞きました。 

 先ほどの説明の中でありましたように、法があって、施設の面積の関係もあって、

増設をしなければいけない状況もあるというような話だったんですけど、現在の平成

２６年度については、待機されているというか、入れなかった人がおられるのかどう

か、また２７年度についてはどうだったのか、その辺のところをちょっと説明をお願



 8 

いしたいと思います。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えさせていだきます。 

 ２６年度につきましても、２７年度につきましても、待機はゼロでございます。 

 委 員 長  山本一洋委員 

 山本委員  決算書の１１２ページでございますけれども、旅費の部分でございますけれども、

不用額が出ておりますが、私は、ちょっとお尋ねしたいのは、職員の研修がどうなの

か、残金が出ておりますけれども、研修に行けてるような状況、職員の不足によって

研修もちょっと行けないようなところがあって残が出ているのか、そういうふうなこ

とも思うわけでございますけども、その点について、ちょっとお尋ねをしたいんです

が。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 美和みどり保育所の今、正職員数が少なくなってきておりますので、やっぱり勤務

の関係とかでなかなか研修には参加できていない状況にあります。以上です。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  資料の９８ページでございます。 

 ここに上から３番目、赤ちゃんの駅事業というのがございます。赤ちゃんを連れて

気軽に安心して外出できるようにということで、５２カ所の設置がございますけど

も、この利用状況はどうだったのかということと、課題にもちょっとありますけども、

利用しやすい駅づくりというふうなことを書いてありますけども、私ちょっと聞いた

話によると、場所によってはちょっと不衛生なところがあるんで、とても赤ん坊を連

れて行けないというようなことを耳にしております。 

 その辺りのお考え、何件の利用があったのかということと、今後どういうことで利

用率アップに繋げていくのかという方策が決まっていれば教えていただきたいと思

います。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 何件の利用と、数値としては把握をしておりません。それぞれの駅の方に報告をし

ていただくようなふうにはしておりませんので、年に担当者が駅を調査して回りまし

て、いろんな状況を調べて回っております。そのときの相手の方の回答によりますと、

利用状況は、利用があっていると回答されたところが大体２３カ所、ほとんどないと

いうような回答が２９カ所、半分、４４％ぐらいの赤ちゃんの駅が利用されていると

いうような状況です。 

 次の利用率アップにつきましては、今、授乳スペース、おむつ交換、ミルクのお湯

の提供というのをしていただいています。すべてをしていただいているところと、一

部だけしていただいているところといろいろあるんですけれども、利用者の方、保護

者の方が利用しやすいように、立ち寄りやすい、例えばコンビニエンスストアですと

か、そういったものにお話をさせていただくようなことは考えております。以上です。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  赤ちゃんを連れて外出するということで、いろんなところにこういう施設があった

らいいと思うんですけども、細かい内容が把握できてないということであれば、ある

程度場所を絞ってもいいんじゃないかなと。 

 車社会でございます。ほとんどの方、若いお母さん方も車で移動をされている状況、

昨今の状況でございますので、ある程度場所を絞り込んで充実した施設を提供してや

ったほうがいいんじゃないかなと思いますんで、その辺りは今後の課題として捉えて
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いただきたいなということで、以上でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の９８ページです。 

 病後児保育事業、これは子育て支援センターあいあいに設置していただいておりま

す。しかし成果を見ますと、登録者数４人で、利用者はないということになっており

ますが、近隣の小児科を紹介していただいて、ここを利用されている方もいらっしゃ

るわけです。 

 この利用者ゼロということは、近隣の小児科を利用されているということになるの

か、お尋ねします。 

 それとその下のファミリーサポートセンター事業ですが、アドバイザーを置いて対

応してくださっているというお話でしたが、この援助実態といいますか、具体的内容

をお尋ねいたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 利用者ゼロですけれども、登録者の方は４人で、相談があった場合については、近

隣の小児科を紹介させていただいておりますので、そちらのほうに行かれているので

はないかと思います。そこは確認はしておりません。 

 あとファミリーサポートセンターの援助内容ですけれども、この実績で言わせてい

ただきますと、預かりですね、子どもさんの預かりが１５５件、送迎が１４５件にな

ります。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  この問題といいますか、事業はですね、事業としては取り組まないといけないとい

うことで、以前から課題として上がっているわけなんですが、なかなかこの環境を整

えることが、町内で整えることが厳しいというか難しい部分もあるかとは思います

が、町内の小児科さんとの協議といいますか、そういうのはどこまで進んでいるのか、

お尋ねいたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 昨年度は小児科さんのほうとはお話はされていないというふうに聞いております。 

 今年度、一応担当者と私のほうで訪問をしてお話をしてみようというふうな計画を

立てております。まだ実際行ってはおりません。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  今、近隣の小児科で診ていただいている利用者の把握はできてないということでご

ざいます。利用者の把握もしていただいて、そして本当に町内にこういう病後児、病

児保育ができるということは、本当に安心して子育てができる環境が整うことになり

ますので、今、課長、答弁なさったように、しっかり努力をしていただきたいとお願

いをいたします。 

 アドバイザーというのは、ファミリーサポートですが、具体的にどういうお仕事を

されるということで、アドバイザー雇用をされるようになったのか、お尋ねをいたし

ます。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 依頼会員と援助会員の仲を取り持つと言いましょうか、調整役として雇用しており

ます。まず依頼会員さんのニーズを聞き取る。まず相談を受けるということですね。

そして、それを援助会員さんのほうと、援助会員さんが援助ができるかどうか、でき

る方がいらっしゃるかどうか、また、どの場所で行うかとかですね、どういった内容
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でするかというようなものを、全部調整、マッチングしていくという役割で雇用させ

ていただいております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  補助金と負担金のことでお尋ねします。 

 決算書の１０９、１１０の保育所運営負担金、それと決算書の１１４ページ、郡保

育協会負担金、これが１０万以上になっているんですが、１５０ページのこども課の

欄に記載がありません。何でないのかお尋ねします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 保育所運営負担金につきましては、国の制度に基づく法定事務ですので、補助金と

かというような性質とはちょっと違うということで、入れておりません。 

 あともう一つ１１４ページの郡保育協会負担金につきましては、これ１本で１３万

になっておりますけれども、会費が８万円、県の会費が２万２千円、全国の会費が５

千円というふうに分かれておりますので、それで１件当たりは１０万円に満たないの

で、こちらには記載しておりません。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  保育所運営負担金は補助金じゃないと言われましたが、資料は町の補助金負担金等

の支出調書になっています。だから、負担金も上げないといけないんじゃないかなと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  申し訳ありません。来年度から上げさせていただきます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  資料のほうでお尋ねをいたします。 

 ９８ページ、一番下段でありますファミリーサポートセンター事業について、お尋

ねをいたします。 

 やはり今核家族でですね、やはり夫婦共稼ぎとかひとり親家庭が非常に増えてきて

いる現状の中で、今後の出生率の向上なり、やはり少子化対策のためには、私は非常

にこれは大事な事業だと考えております。そのサポートの内容についてはお話は伺っ

たわけですが、この会員の方をですね、やはり募集状況がどのようになっているのか

ということをお聞きしたいんですが。 

 援助会員の方が２６名ですか、それから依頼会員が４２名ということで、これは非

常に良い事業なんですが、非常にまだ少ないような気がします。この会員の方を増や

すためどのような対策を取られておるのか、今後またどのようにして増やそうとされ

ておるのか、その対策について、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。  

 ファミリーサポートセンターの会員さんの募集につきましては、講習を受けていた

だく必要があります。それなので講習会の周知ですね、防災無線とチラシを配布、あ

と子育て支援センターとかそういったところに来られる方などにご案内とかをして

おります。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  今、お話を聞いて分かりましたが、実は人が輝くまちづくりを考える会ですかね、

との意見交換会があったときに、そのときの愛媛県からおいでになった若いお母さん

なんですが、その方のお話では、愛媛県ではシルバー人材センターがその対応をして

いただいておるということを聞きました。 

 やはり何と言いますか、有償でもですね、今後やはりこういう取り組みをするため
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には、必要な事業だと、私は考えるわけですね。やはり、ただこれだけでいって、取

り組みでは、この件数ではですね、ちょっとまだ、それこそ援助会員の方が２６名程

度ではですね、間に合わないのじゃないかなというような考えもします。 

 ですから、別な取り組みの考え方というのも、私はひとつ取り組むためには考えて

いいんじゃないかなという気持ちを持っているんですが、何かそのような取り組み、

考え方があればお願いいたします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 ファミリーサポートセンター事業というのは、子育て家庭の支援というものを目的

としております。保護者の方が、例えば子どもさんを見られないときに一時的に預か

るとかですね、どこか自分が送って行けないときに送って行くとか、そういった仕事

が多ございます。 

 なので、小さな命を預かっているということでもありますし、誰でも生半可な気持

ちでと言いましょうかね、気軽にできるようなことではないのではないかなとは思っ

ております。 

 なので、講習もしっかり１０回以上受けていただいて、そして初めて会員登録とい

うことになりますので、シルバー人材センターさんとかでもお断りされることが、た

ぶん多いんじゃないかなと思っております。うちの町ではですね。 

 なので、今までのような形でやっていきたいなとは思っております。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  当然、理解はしますけど、今、そういう事業が増えてきていることは実際的にある

わけですね。もうやはりこの子育てのために、ひとつシルバー人材センターとしての

１つの取り組みが増えてきております。 

 ですから、これを事業として取り組むことも必要じゃないかなという考えで、私は

質問したんですが。 

 町長、どんなでしょうか。今後のやはり少子化対策、それから出生率の向上、今後

の地方創生のためには必要な事業なんですね。 

 ですから、これだけでもいいんでしょうけど、別な方向でやはり取り組む必要もあ

るんじゃないかなということ考えを思うんですが、見解があればお聞きしたいと思い

ます。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 子育て支援は十分に考える必要があろうと思っております。  

 今の地方創生の会議の中でもご承知のように、子育ての最中の方に出席していただ

いてですね、様々にこの間ご意見を伺ったところであります。 

 そういったところも十分踏まえながら、検討していきたいと思います。前向きに考

えていきたいと思います。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 環境防災課の説明を求めます。 

環境防災課長 

環境防災課長  環境防災課です。よろしくお願いします。 

 平成２６年度決算及び主要施策の成果と課題について、ご報告いたします。 

 まず、最初に環境防災課の決算についてでございます。 

 決算書の６９ページをお開き願います。 

 ２款１項２５目防犯対策費、支出済額１９，８０３千円、主な内訳としましては、

１節報酬１，７７２千円、総合窓口の受付業務と防犯対策事務で嘱託職員１名の報酬
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でございます。 

 １１節需用費１２，８５２千円、防犯灯の電気料１２，０３８千円が主なものでご

ざいます。 

 続いて、２款１項２６目交通安全対策費、支出済額１０，６７７千円。 

主な内訳としましては、１節報酬１，６１０千円。これは、６１名の交通指導員の

報酬で、毎月１回交通指導をお願いしています。 

 １５節工事請負費７，１９８千円、交通安全対策特別交付金事業で、カーブミラー、

ガードレール、区画線等の整備を行っています。 

 続いて少しページが飛びますが、１１９ページです。 

 ４款１項５目環境衛生費、支出済額３４９，６５４千円、これには上下水道課所管

分が含まれておりまして、環境防災課分としましては、２７，２１７千円です。 

 環境防災課分の主な内訳は、１３節委託料３，４５６千円、毎年実施しております

河川等水質検査委託料です。 

 次の１２１ページです。 

 １９節負担金補助及び交付金２０４，７３１千円のうち環境防災課分は、住宅用太

陽光発電システム補助金１１，０５１千円と筑慈苑施設組合負担金１２，３９６千円

でございます。 

 ４款２項１目清掃総務費、支出済額１６，１７１千円、１節報酬１１４千円、衛生

組合連合会理事の報酬です。 

 ２節から４節までは職員給与のため省略させていただきます。 

 次の１２３ページです。 

 １９節負担金補助及び交付金１，２３０千円は、予算に沿った執行でございます。 

 ４款２項２目塵芥し尿処理費、支出済額７０８，２１２千円、１節報酬３，２４０

千円。５４人の環境美化推進員の報酬です。 

 ７節賃金１，５３６千円、し尿中継所管理人と廃油リサイクル推進に伴う石鹸作り

指導員の賃金です。 

 １１節需用費９，４４３千円のうち印刷製本費８，９３８千円は可燃ごみ袋の印刷

代です。 

 １３節委託料２５６，６２４千円につきましては、ごみ収集処理委託料２４０，３

２２千円とし尿処理委託料１１，５５６千円などです。 

 １９節負担金補助及び交付金４３６，４３１千円、このうちサンポート負担金が４

１３，５６６千円です。 

 次は少しページが飛びまして、１４７ページです。 

 ８款１項１目常備消防費、支出済額４２５，９６０千円です。これは、常備消防の

広域消防負担金です。 

 ８款１項２目非常備消防費、支出済額５３，１０６千円、内容につきましては、消

防団員の報酬、退職報償金、出動手当、消防団の運営交付金などが主なものです。 

 続いて１４９ページです。 

 ８款１項３目消防施設費、支出済額７，２０３千円、主なものとしましては、１５

節工事請負費１，７０６千円、火の見やぐら撤去工事費７１２千円と消火栓標識設置

工事が９９３千円です。 

 １９節負担金補助及び交付金４，９０８千円、上下水道整備に伴う消火栓設置工事

負担金４，８００千円などでございます。 

 続いて、１５１ページです。 

 ８款１項４目防災費、支出済額１７０，４８３千円、主な内訳としましては、１節

報酬２，０４５千円。防災危機管理体制充実のための防災専門家１名の嘱託職員報酬

です。 
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 １３節委託料１２，５８９千円、防災ハザードマップ作成業務委託料４，０６６千

円と現行の防災無線の保守点検１，９０４千円、及び戸別受信機取付移設委託料２，

６２７千円のほか、現在整備中の防災行政無線工事に関する施工管理業務委託料３，

７９６千円が主なものでございます。 

 １５節工事請負費１５１，３５１千円、防災行政無線施設整備工事です。合併前の

両町のシステムを統合及びデジタル化するため、継続費にて屋外デジタル同報系無線

整備を行いました。 

 １８節備品購入費８４２千円、現行の防災行政無線戸別受信機の購入費となってい

ます。 

 以上、決算書の概要説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について、ご説明いたします。 

 決算審査特別審査委員会資料の１０４ページをお開き願います。 

 先ほどのこども課同様ですね、今回町の事務事業システムを使用して作成しており

ます。昨年と順番や内容等が若干変わっていることをご了承願いたいと思います。 

 環境政策部門で環境保全です。 

 まず、環境基本計画等の推進につきましては、平成２６年度から５年間が環境基本

計画の後期期間であり、これに基づき、平成２６年度には第２次地球温暖化対策実施

計画事務事業編を行いました。 

 次の地球温暖化の防止については、住宅用太陽光発電システム設置費補助金を、１

１７件の申請に対しまして、１１，０５１千円の補助金を交付しております。 

 そのうち国の社会資本交付金が、６，５０８千円です。 

 ２番の畜犬の登録等につきましては、登録頭数１，９３５頭、内狂犬病予防注射頭

数が１，１７３頭、接種率６１％でございます。 

 ３番、改正動物愛護管理法対策ですが、平成２５年９月に当法律が改正されまして、

動物の所有者に対して終生飼養をするための一定の義務等を加えたものとなり、広報

等により周知しているところでございます。 

 ４番、火葬業務については、４市１町で構成する筑慈苑施設組合ですが、全体の火

葬件数が２，９５９体、そのうち筑前町が２４０体です。 

 内訳としまして、三輪地区７８体、夜須地区１６２体ですが、その他に朝倉市の梅

香苑、そちらに４５体があります。 

 次に、環境衛生部門で１番、環境対策、生活環境の保全です。 

 毎年、水質等保全確保のため、定期的な検査を実施しています。２６年度は河川や

工場排水及び地下水等の６９カ所を検査しております。検査結果につきましては、特

に異常は見られておりません。 

 次に、不法投棄の防止です。 

 不法投棄の対策としまして、環境美化推進員を各行政区から１名選出いただき、町

内のパトロール及び投棄物の回収をお願いしています。また、朝倉３市町村の担当課

による年２回の広域パトロールと合わせ、町単独による夜間の重点パトロールを実施

し抑止啓発活動に努めております。 

 資料の１０５ページでございます。 

 清掃の部門で、１番、塵芥処理の関係です。 

 循環型社会の構築として、ごみ減量対策ですが、環境美化推進員及びステーション

リーダーによる１８分別の徹底指導などで、リサイクル活動を強化し、各地区でごみ

の減量化に取り組んでいただいております。 

 また、多量の可燃ごみを排出する事業所を訪問し、ごみの減量、資源化の指導を行

っております。 

 ５番、再生資源集団回収では、古紙等の集団回収を実施した団体に対する奨励金制
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度を行っています。昨年度の回収量は５８３トンとなっており、登録団体数は、資料

のほうではＰＴＡや老人会等の約５０団体としておりますが、５５団体でございまし

た。 

 続いて、項目２番、し尿処理については、し尿と浄化槽汚泥の合計で４，０４０ｔ

となっております。 

 続きまして、１０６ページ、消防安全係についてです。 

 交通安全推進対策事業ですが、まず、交通指導、交通安全教育、広報・啓発活動の

推進としまして、毎月１回交通指導員６１名による通学、通勤時の街頭活動、延べ人

数８０５人と年４回の県民交通安全キャンペーン、そして高齢者、子どもを対象にし

た交通安全教室を３回実施しております。 

 次に、交通安全施設整備事業では、各区要望及び町内巡視による交通安全施設の新

設工事、維持管理を行っております。実績としまして、ガードレールやガードパイプ

などの防護柵設置が１１４ｍ、カーブミラー設置４２基、区画線を４，５１１ｍ、そ

して新町、久光区の三輪小学校周辺にゾーン３０の路面表示９カ所を設置しておりま

す。 

 次に、防犯灯維持管理整備事業につきましては、新設工事１３基の設置をしており

ます。これより平成２６年度末の町全体総数２，７０３基となっております。 

 続きまして、１０７ページ、消防団運営事業です。 

 消防団につきましては、平成２６年度末で２９７人です。 

 内訳として、現役団員が２７０人、その内１０人が女性消防団です。その他は、機

能別団員が２７人となっています。 

 毎年のことでございますが、条例定数から不足しています団員確保が課題となって

います。活動実績としましては、成果の欄に記載していますように、定例会議や式典、

訓練等の他に、郡の操法大会で第６分団が優勝し、県の操法大会へ出場しています。 

 昨年度の町内における火災出動は７件で、延べ３９５人、行方不明者の捜索１件で

８２人の団員の出動を見ているところでございます。 

 次に、消防施設維持管理事業です。上高場と原地蔵区の老朽化した火の見やぐらの

撤去工事、及び弥永、栗田、畑島、三並区の上水道整備に伴う消火栓の計画的設置１

２基、及び消火栓標識２２カ所を設置しております。 

 次の防災対策事業では、地域防災計画や防災関連計画の見直しにつきまして、住民

の円滑かつ安全な避難の確保に関する事項等を随時見直しております。 

 自主防災組織育成推進対策事業としましては、自主防災活動補助金や自主防災組織

育成強化事業の活用により、現在２９行政区で組織されています自主防災組織の活動

支援を行っております。組織率は７７．８％です。 

 昨年度は４つの自主防災組織、３つの小中学校において、訓練や防災資機材の稼働

点検等の活動支援を行っております。 

 続いて１０８ページの防災備品管理事業です。 

 浸水想定区域、土砂災害等警戒区域内の住民約１，５００人を避難者想定数としま

して、１日３食分の４，５００食を平成２８年までに、３カ年で備蓄する計画でござ

います。 

 また、備蓄品につきましては、アレルギー対応食を３％程度を含め、消費期限を考

慮した計画的な補充を行っているものです。 

 次に、ハザードマップ策定事業です。平成２５年に災害対策基本法の改正、平成２

６年度に浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の見直しが行われ、１１月には筑前町

で新たな活断層が発見されたこともあり、５年ぶりにハザードマップ改訂版を作成

し、全世帯へ配布しております。 

 次の防災行政無線統合整備事業については、旧両町の別々のシステムが老朽化を含
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め、維持管理及び運用面で煩雑な状況となっていることから、平成２６年度と２７年

度の継続費にて、新システムによる統一整備を行っております。 

 昨年度はデジタル同報系屋外子局を整備しまして、今年度地域コミュニティ無線施

設を整備いたします。そうしますと、来年から全面運用開始となります。 

 最後になりますが、防災対策事業です。 

 一昨年に続きまして７月に職員約５０人体制で、第２回の災害対策本部設置運営訓

練を実施しました。また、昨年度の災害対策体制につきまして、大雨や台風等により、

７月から１０月に合計９回の対策本部を設置し、災害防止に努めております。 

 そして、災害時の応援協定では、１２月２４日に株式会社ゼンリンと、災害時にお

ける地図製品等の供給に関する協定書の締結を行っております。 

 以上で、環境防災課の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

木村委員 

 木村委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 １０４ページです。一番下の不法投棄の防止という部分で、先ほど課長の補足にあ

りましたけれども、書き方が変わったということでですね、これは、今回主要施策の

方向について、しっかり明記してあるので、たいへん見やすいですね。ある意味資料

になっておるわけですが。 

 去年ですね、苦情の対応という項目がありまして、苦情の件数がですね、この中に

書いてあったわけですが。不法投棄については１０７件ほどですね、あったというこ

とでですね、２６年度についてはどれぐらいの推移でいっておりますでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  ２６年の不法投棄の苦情なり、そういった件数でございますが、把握はしておりま

すが、ちょっと資料を持ち合わせておりません。後で報告のほうをさせていただきた

いと思います。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  数字が分からないということでですね、大きく改善されたということはですね、感

じておられないとは思うんですけども、この課題の中にですね、広報に周知している

が限界があるということで、やっぱり限界を感じてあります。 

 やっぱり個人のモラルの問題ということで、苦慮しているということで、ここに課

題として書いてあるわけなんですが。 

 やはり具体的に何かこの方策をやっていこうとかいうですね、私、一般質問でもい

ろいろこれについて質問させていただきましたが、その辺り具体的に何かありました

らお願いいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  不法投棄に関しましてはですね、今、委員さん言われましたように、やはり個人の

モラル、これがあるかと思います。今ですね、私どもが、連絡があればすぐに現場に

向かいましてですね、回収等も行っておりますが、場所によれば県道だとか河川の敷

地内とかいろんなところがございます。 

 そういうことでですね、県のほうとも管理者になりますので、今連携を取ってです

ね、そういったところの回収なり、看板を建てたりとかですね、そういったものを連

携を取ってやっているところでございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  やはり数字を聞かんとですね、何とも話しにくいところもありますが、やっぱりそ

れが、改善が難しいということであれば、やっぱり抜本的な何かですね、対策を、し

っかりとした大きな対策をですね、取っていただきたいと思うところでございます。 
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 回答は要りません。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  資料の１０５ページでございますが、し尿処理の中でですね、将来の課題として合

特法に基づいた補償が生じており、今後も続く予定というふうなことが書いてありま

す。 

 合特法に基づいた補償がですね、今後も続くということは、いつごろまで続くのか

ですね、ちょっとお尋ねしたい。業者についてもですね、分かるなら教えていただき

たいと思います。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  合特法につきましては、昔からし尿の運搬とかで、くみ取り業ですかね、そういっ

たものをされてある業者に対する手当というふうなところでございます。 

 今、筑前町ではですね、下水道事業がもうほぼ終わったことによりましてですね、

そういったくみ取りし尿とかのくみ取り業がかなり減っております。そのためにです

ね、何と言うんですかね、バキュームカーというんですかね、その台数が、動く台数

が減ってくる。そういうことで、どんどん、どんどん年々減っております。 

 ただ、なかなか今度は下水も接続されないところ、また浄化槽で対応されていると

ころ、そういったところは、こういったバキュームカーでのくみ取り業務がまだ続く

わけでございます。 

 ということで、いつまで続くかというのは、今のところはっきりとはわからないと

ころでございます。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  合併浄化槽のですね、バキュームカーでの清掃というのは、合特法には入りません

のでですね、いわゆる下水道事業に対して、使えなくなったバキューム車に対して、

合特法が適用されるわけですから、その点はですね、何台あるかとかいうのが、また

詳しくなります。 

 ここに書いてありますように、今後も続く予定ということが書いてありますのでで

すね、ちょっと質問したわけでございます。 

 だから、後でもいいですがですね、こういう書き方じゃなくして、もうちょっと具

体的に書いていただきたいというふうに思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  補助金と負担金の調べで２点お尋ねします。 

 決算書の７２ページ、２款１項２５目、１９節の一番上ですね、地域防犯活動助成

金６５０千円、決算書ではなっていますが、１５１ページ、町補助金負担金等の支出

調書の１５１ページです。４番目ですね。地域防犯灯活動事業補助金、交付支出済額

が６００千円になっていますが、これの整合性が１点。 

 それと決算書の１２４ページ、４款２項１目、１９節の補助金の一番下です。福岡

県地区衛生連合会負担金２８６千円支払っていますが、１５１から５３に記載があり

ません。理由をお尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  大変申し訳ありませんが、整理して、後でまた報告させていただきます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  資料のほうでお尋ねいたします。ページは１０６ページでございます。 

 全国各地で想定外の犯罪が増加しているわけで、大変憂慮する事態でございます。 

 そういった中で、防犯対策事業ということで、防犯パトロール等の活動をなされて

ございます。２６年度の筑前町内における主な犯罪などの実態等がないことを願うわ

けでございますけども、主な、どういった犯罪等があったものなのかを、まずお尋ね
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申し上げたいと思います。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  犯罪とかそういった件数でございますが、ただ今資料をちょっと持ち合わせており

ませんですが、警察等の会議等に出ておりますが、その際に報告があるのは、やはり

車上荒らしとか自転車の盗難とか、そういった軽犯罪というんですか、そういうもの

が多いというふうに聞いております。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  最近のこの犯罪はですね、振り込め詐欺とか、また今申されましたようなですね、

幅広い犯罪が増えておりますし、その広まりはですね、これはもう筑前町だけじゃな

くて、他の地域もそうでございますけども、特にお年寄りの方とかですね、そういっ

た犯罪に巻き込まれたりする対象者の方あたりはですね、いろんな町の広報とか、い

ろんなことを通してですね、しっかりとした要望を、犯罪を抑止する予防ということ

が大切じゃないかなと思います。そういった取り組みについての、これからの計画と

か考え方とかいうことについて、どのように考えてありますでしょうか。予防等につ

いて。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  防犯対策につきましては、地域の交番、夜須交番、三輪交番ございます。そういっ

た警察等の連携、そういったものもありますし、あと、先ほど言われました振り込め

詐欺、これがやはり昨年の今頃に対しまして、もう倍以上の被害が県内にも出ている

といふうな報告を聞いております。 

 幸い筑前町ではですね、そういった被害はまだ起こってないわけですが、今、県警

もですね、こちらのほうにも力を入れておりまして、振り込め詐欺の防止をするため

に、そういったお助け隊というのを、登録制で行っております。   

 うちの環境防災課の職員１１名、臨時、嘱託入れましておりますが、その１１名も

登録して、そういった犯罪の抑止をしているところでございます。 

 委 員 長  山本委員 

 山本委員  資料７１ページ、７２ページの件でお尋ねします。 

 ちょっと見きらない部分もあるかもしれませんが、ご容赦ください。 

 負担金補助及び交付金と載っておりますが、これは安全協会に負担、こちらから出

すお金と交付金、２０万ほど来ていると思うんですが、この中に入っておるんでしょ

うか。その１点と。 

 自分も関わっておりますけども、交通指導員の報酬１，６１０千円、出欠は、三輪

地区のほうは一堂に集合して、出欠が確認できますが、夜須地区のほうは指導範囲が

広範囲でございますので、班長さんに出欠の確認はされていると思いますが、代理出

席の場合、立ってあるなど、ただ人数で確認しているのか、本人が立ってあるのかと。 

 一応注意事項では、代理出席は、保険とかいろんな問題で、代理立番ですね、交差

点とかに立つ場合はだめなんですが、そこ辺の確認はちゃんとできているのかと、年

２回に分けて報酬の申請を出すようになっております。今回も９月になっております

が、そこら辺の回数、要するに出席回数の確認はちゃんとできておるのか、そこをお

尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  まず、交通安全協会の交付金ですけど、２０万については、歳入のほうで上がって

おりまして、こちらのほうには記載がございません。 

 もう１点の交通指導員さんの夜須地区の確認ですね、これにつきましては、各校区

に班長を選出いただいて、その班長さんが実際立ってあるかどうかの確認をされてあ

ります。その際に、本人が行けないから代理人を立ててるとか、そういうことがあり
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ましたらですね、ご報告いただいて、うちのほうから代理人ではだめですよと、あく

までも本人さんじゃないと欠席扱いですよということはご連絡しまして、欠席扱いと

いうふうにさせております。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 １０７ページ、消防団運営事業についてでございます。 

 消防団の団員の確保ですね、これはほんと大変だろうと思います。 

 成果としまして、消防団員の確保及び消防団員数の向上が図られるということでで

すね、成果として上げられておりますが。 

 これは、２３年、２４年、２５年、２６年調べたんですが、初めて３００人を切っ

とるということでですね、年度内だけで見れば３人確かに増えております。 

 出動率についても、去年が３５％、今年が３６％ということで、１％上がっており

ます。これは向上と言えば向上かもしれませんが、先ほど火事の場合の出動者が３９

５人でした。補足で説明がありましたけども、これが果たして十分に必要な人数を満

たしているかですね。 

 やっぱりもちろん訓練とか式典とかもですね、もちろんそれは士気を高めるうえで

大事なんですけども、やはり火事の場合に何人出るか、確保できるかというのが一番

のところだと思うんです。 

 それに対して機能別団員、これは一昨年私質問したことありますけども、３分団、

４分団がゼロということでですね、これ全体の人数については大体同じところで推移

しとる。これも全体の１割に満たない人数ということで、まだ条例定数にはですね、

しっかり余裕がありますから、この辺は十分に増やしていただきたいと。 

 そうすればやっぱりこの機能別の団員の人数というのは、直接火事のときにです

ね、数字に関わってくると思いますので、そこは増やしていただきたいと思うんです

が。先ほど言いました３分団、４分団、今どうなのかという部分ですね、とか、どの

ように全体捉えてあるかですね、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  消防団員の確保につきましては、まず現役の団員の確保ということで、団も町も考

えているところです。 

 機能別団員につきましては、先ほど分団でいないところもあるというふうに言われ

ましたが、これにつきましてはですね、ちょっと団とも協議をしてですね、そこに昼

間勤めている人たちがどのくらいいるかですね、そういったものも調査しまして、今

後の検討課題というふうにしたいと思います。 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで終わりたいと思いますが、いいですか。 

 これで質疑を終わります。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  先ほど木村委員から質問がありました不法投棄の件数です。 

 ２６年度が１４６件になっております。 

 河内委員のほうから予算の関係で質問がございましたが、６０万と６５万の数字が

合わないというところなんですが、実際、地域防犯灯の活動事業の補助金として商工

会のほうに６０万出しております。それとＰＴＡですね、こちらに活動費として５万

円を出しておりまして、この５万円の差額が出ているということでございます。 

 委 員 長  質疑ございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 休  憩   
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 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 １１時４０分から再開いたします。 

（１１：３１） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１１：４０） 

 委 員 長  先ほどの河内委員の質問の件で、環境防災課長からの発言の申し出があっておりま

すので、これを許可します。 

環境防災課長 

環境防災課長  先ほど河内委員のほうからご質問があった２点目のほうのご回答をさせていただ

きます。 

 決算書の１２３ページの４款２項１目、１９節の負担金補助及び交付金の中で、福

岡県地区衛生連合会の負担金２８６，４０５円がありますが、主要施策のほうの資料

１５１ページに記載がないのではというようなご質問でございました。 

 これにつきましては、私どもの記載漏れになっておりました。来年は忘れずに上げ

るようにいたします。 

 委 員 長  農林商工課、農業委員会の説明を求めます。 

農林商工課長 

農林商工課長  それでは農業委員会事務局、農林商工課の説明をいたします。 

 決算書１２５ページ、１２６ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目農業委員会費です。支出済額２４，５１９千円。主なものといたしま

しては、１節報酬９，６４５千円は、農業委員報酬及び嘱託員１名の報酬でございま

す。 

 ２節から４節につきましては、説明を割愛させていただきます。 

 ９節旅費につきましては、委員会開催時の費用弁償及び普通旅費、研修旅費などで

ございます。 

 １３節委託料につきましては、農地法改正に伴い、全国の農地情報を公開するため

のシステムの改修費委託料でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、上部団体でございます県農業会議等

への負担金でございます。 

 続きまして、同款、同項２目農業総務費でございます。支出済額６１，１４７千円

の主なものといたしましては、１節報酬は農事組合長等への報酬でございます。 

 続きまして、１２７ページ、１２８ページをお願いいたします。 

 同款、同項３目農業振興費です。支出済額１８４，９４７千円の主なものといたし

ましては、１３節委託料のうち六次産業化開発委託料につきましては、町の特産品振

興のうち農産物の六次産業化推進などに特化した方針策定委託料をしたものでござ

います。 

 ちなみにこの方針に従いまして、本年６月議会において加工所の基本設計委託の補

正、及び本議会におきまして、そのソフト部分でございます特産品の加工施設の設置

及び六次産業化を進めるうえでの相談、試作品開発、研修などを並行して進め、新た

な雇用創出、新たな経済効果創出、付加価値の高い商品作りを進めるための直売所、

農産物直売所を拠点とした新たな地域ビジネス事業を地方創生事業として、業務委託

料を計上をさせていただいておるところでございます。  

 １２９ページ、１３０ページをお願いいたします。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、園芸農家に対する省力栽培施設導入

に対する支援や高性能機導入に対する支援、新規青年就農者に対する支援、農地・水・
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環境保全事業に対する市町村負担金、条件不利地域であります山間部に対します中山

間地域直接支払交付金などでございます。 

 続きまして、同款、同項４目畜産費につきましては、支出済額１３２千円でござい

ます。 

 続きまして、同款、同項５目農地費、支出済額２１，８２４千円でございます。  

 主なものといたしましては、国営造成施設管理体制整備促進支援事業として両筑土

地改良区の施設管理に関する経費を、国と町それぞれ２分の１ずつ負担しているとこ

ろでございます。  

 両筑県営二期事業負担金につきましては、県営ストックマネジメント事業等の負担

金でございます。 

 次に、同款、同項６目農業土木費、支出済額８４，８２７千円でございます。 

 １３節委託料につきましては、中牟田・昭和線改良工事について、土地改良連合会

へ管理委託を行ったもの、及び高田・下原田線の測量委託を行ったものでございます。 

 １５節工事請負費につきましては、最終年度でございました、先ほど申しました中

牟田・昭和線の工事費及び各行政区などから地元施工で行う簡易な維持補修工事に対

しまして、町が支援したものでございます。ちなみに平成２６年度は６組織ございま

した。 

 １９節負担金補助及び交付金の県営ため池等整備事業につきましては、三牟田地区

の大村ため池の地元負担金でございます。 

 同款、同項７目そったく基金事業費で、支出済額２，７７７千円でございます。 

 主なものは、特産品販路拡大のための嘱託員報酬でございます。 

 １３１ページ、１３２ページをお願いいたします。 

 同款２目林業費、１目林業総務費、支出済額１，６３１千円でございます。 

 主なものは、１９節負担金補助及び交付金のうち有害鳥獣駆除協議会の補助金でご

ざいます。 

 次に、同款、同項２目林業振興費、支出済額９，２４６千円でございます。 

 １３３ページ、１３４ページお願いいたします。 

 主なものは、１３節委託料、県の荒廃森林再生事業に伴う調査及び施業を朝倉森林

組合に委託したものでございます。 

 なお、平成２６年度の施業箇所は、赤坂、当所、森山地区などでございました。 

 １９節負担金補助及び交付金は、町内生産森林組合への支援及び朝倉森林組合への

育成に関する負担金でございます。 

 同款、同項３目の林道費につきましては、建設課のほうで説明があると思います。 

 続きまして、６款１項１目商工総務費、支出済額２２，１７５千円でございます。

うち１９節負担金補助及び交付金は、主だったものにつきましては、商工会に対する

運営費１０，７５１千円でございます。 

 次に、同款、同項２目商工振興費、支出済額２，７６６千円でございます。 

 主なものにつきましては、１９節負担金補助及び交付金の地域観光振興助成金及び

商工会発行のプレミアム商品券発行助成でございます。 

 同款、同項３目の観光振興費につきましては、企画課のほうで説明があったかと思

います。 

 １３５ページ、１３６ページお願いいたします。 

 同款、同項４目労働総務費は諸会議出席時の普通旅費でございます。 

 最後に、同款、同項５目消費者行政推進費、支出済額２，８６７千円でございます。 

 主なものにつきましては、１節報酬で消費生活相談員の報酬でございます。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料１１０ページをお願いいたします。 



 21 

 まず、１農業委員会費でございます。 

 農業委員会においては、毎月の定例総会開催並びに随時運営委員会を開催し、円滑

な農業委員会の運営を図ってまいりました。 

 その中で、農地の権利移動関係である農地法３条、農地転用である農地法４条、同

じく農地法５条の審査、許認可業務や遊休農地防止のための農地パトロールの開催、

農業生産法人の適正な運営管理の確認、農地の権利移動の迅速なデータの更新による

農地台帳の整備、農業経営基盤強化促進法による賃貸借、使用貸借などの権利設定事

務などを行ったところでございます。 

 続きまして１１２ページ、農業振興費でございます。 

 町では「食に感謝し平和を願う町」を合言葉に地産地消の推進に努めておるところ

でございます。 

 具体的には、筑前町食育推進委員会への参加や直売所と学校栄養教諭との定例的な

会議の開催、各小学校等における農作物の栽培指導などを通じて、農業への理解を深

めてまいりました。 

 また、都市部と交流促進のために枝豆の収穫体験やファーマーズマーケットみなみ

の里の支援、市民農園の運営、山麓線活性化事業などに取り組んだところでございま

す。 

 次に、農業の多様な担い手の育成確保のための取り組みといたしまして、青年農業

者、後継者の育成支援、女性農業者の経営参画や能力開発など、各関係機関と一体と

なって取り組みを行ってきたところでございます。 

 特に、新規就農者につきましては、青年就農給付金の事務などを行いながら、就農

意欲の喚起と就農後の定着に資する取り組みを行ってきたところです。 

 併せて、町の農業の振興につきましては、関係各機関との連携は不可欠なものであ

りますので、関係機関と合同会議「一水会」というものを毎月開催し、情報の共有に

努めてきたところでございます。 

 次に、有料農地の維持と多面的機能の発揮のために、優良農地の確保と健全な都市

計画との調和を図るため、農業振興地域整備計画事務や農業農村の有する多面的機能

の維持、発揮を図るため、町内たくさんの地区で取り組まれております農地・水保全

管理支払交付金事業、減農薬・減化学肥料の取り組みであります環境保全型農業直接

支払事業、条件不利地域の農業生産維持のために中山間地域等直接支払事務などに積

極的に推進したところでございます。 

 次に、効率的な農業経営の確保の取り組みといたしまして、園芸農家への園芸施設

や省力機械導入についての支援や大型農業機械の導入の支援、農業制度資金借入者へ

の利子助成などに努めてまいりました。 

 平成２６年度の取り組みにつきましては、活力ある高収益型園芸産地育成事業につ

きましては、２経営体でございまして、イチゴ農家の自動換気施設、あるいは冬、春

農家の遮光ネット及び防除機械でございます。 

 水田担い手機械導入支援事業につきましては、４経営体で、主にトラクターそれか

らツインモアー等のアタッチメントなどでございました。 

 続きまして、１１２ページ、下段の農地費でございます。 

 本町の農業生産基盤の整備と優良農地の確保を目的に両筑平野用水事業の推進を

行ってきたところでございます。 

 現在、国営の二期事業は終盤を迎えているところではありますが、今後は国営で整

備された末端の水路改修事業などが県営で推進される計画となっておるところでご

ざいますが、今後多額の事業費の負担が想定されるところでございます。 

 また、１１３ページの農業土木費につきましては、ふるさと農道緊急整備事業によ

り、中牟田・昭和線の改良に取り組み、平成２６年度をもって完了したところでござ
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います。 

 また、補助対象とならない農道等の整備、県営ため池事業の推進、簡易な農業用施

設工事の地元施工に対する助成など、受益者の主体的な活動を支援するとともに、地

域の農業振興に努めてまいりました。 

 次に、そったく基金事業でございます。農産物の新たな販路拡大、農産物の開発、

ブランド化の推進を図るため、様々なイベント活動やＰＲを実施してきたところでご

ざいます。 

 今後はこの取り組みを受け、ＰＲから商売、商いに進めるための六次化加工施設の

建設計画などを現在進めているところでございます。 

 続きまして林業総務費につきましては、有害鳥獣駆除対策協議会と連携し、農作物

被害防止に努めてまいりました。 

 また、計画的な駆除活動の実施や被害防止施設、電気柵、ワイヤーメッシュ柵など

の設置に取り組んできたところでございます。 

 林業振興費につきましては、荒廃した森林を再生し公益的機能が十分に発揮される

森林として、次世代へ引き継ぐため、福岡県の森林環境税を活用した荒廃森林整備事

業に取り組み、都市住民との交流や地域の活性化のために、竹林オーナー園の取り組

みなどを支援してきたところでございます。 

 また、林業の担い手育成確保のために県内市町村と連携し、朝倉森林組合への育成

支援や機械導入の支援をしてまいりました。 

 続きまして、１１４ページ、中段の商工総務費でございます。 

 近年大規模店進出により、町内商工業を取り巻く環境は年々厳しくなってきておる

ところでございます。併せて平成２６年４月の消費税増税による消費落ち込み対策と

して、プレミアム商品券の拡充による下支えの支援や商工会による商工活性化振興対

策の取り組みとして、花の駅めぐり実行委員会への運営支援、中小企業の経営安定の

ため適正なセーフティネットの認定などを行い、資金供給の円滑化に努めるととも

に、筑前町商工会の育成支援のため運営費の助成を引き続き行ったところでございま

す。 

 労働総務費におきましては、労働者の雇用確保のため、ハローワークと連携を取り

ながら支援をするとともに、朝倉市と連携し、地元企業と高校生の就職応援会を実施

するなど、地元高校生への地元就職への支援を行ってまいりました。 

 最後に、消費者行政推進費につきましては、多様化する消費生活トラブルに対して

消費生活窓口等を開設し、様々なトラブルの仲介、助言にあたってきたところでござ

います。 

 以上で、農業委員会、農林商工課の説明を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  説明が終わりました。 

 ここで休憩をします。 

 農林商工課の質疑につきましては、午後から行います。 

 １時から再開します。 

（１１：５９） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  午前中に農林商工課の説明が終わっていますので、引き続き質疑に移ります。 

田口委員 

 田口委員  決算書の１３０ページ、農地費と農業土木費のところでございますけれども、不用
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額がたいへん多いということで、簡単に説明していただきたい、それが１点と。 

 ２点目にですね、委託料で高田・下原田線の測量が終わったということでございま

して、こうなれば早速事業はいつかというのが定説でございます。 

 この高田・下原田といいますのは、甘鉄の高田駅からですね、太刀洗駅までの沿線

沿いの道路でございます。いろいろ訳ありましてですね、整備を勉強したところ、平

成１３年の７月からですね、この高田・下原田線じゃなくして、太刀洗駅のほうから

第一精工の裏のほうも整備してきまして、キリンビールあるいは甘鉄との協議があっ

た中で進めておったわけでございます。 

 高田駅からのほうもですね、およそ１３０ｍ、残り３６０ｍぐらいでございます。 

 早速ですね、事業に移っていただきたい、予算を取っていただきたいというふうな

願いでございます。以上です。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 決算書１３０ページでございます。 

 まず、委託料でございます。不用額が５８０万ほど出ておるところでございます。 

 この部分につきましては、当初予算計上のときに、赤坂地区の水路関係の測量計画

をしておったところでございますが、ご存じのとおりに、県道７７号線の開通が急遽

決まりまして、実は赤坂区のほうと協議いたしまして、この開通によって、今後の降

雨量の変化があるのではないか、今、測量設計をいたしましても、また二度手間にな

るのではないかということで、区長さんたちとの協議の中で、今回は梅雨を越して、

その梅雨の状態を見ながら計画をしていこうということで、協議をいたしましたの

で、事業の着手をしていないところでございます。 

 それともう１つ、この設計委託料の中で高田・下原田線の設計をいたしたところで

ございます。これにつきましては、早ければ今年度でも工事着手という形でのご質問

だったのではなかろうかと思いますが。 

 実は、これを農村環境整備事業と申しまして、県の事業のほうに申請をいたしてお

りましたが、どうしても受益地の関係で、これが未採択となっております。補助事業

がないと。単費でそれだけの事業をするのは、ちょっと財政的にも不可能であるとい

うことで、今回、当初予算のほうには見合わせておるところでございます。 

 今後につきましては、補助事業を探すなり、あるいは実は、これは町道認定道路で

ございますので、関係建設課とも協議しながら、年次計画なども含めながら、検討を

させていただきたいと考えておるところでございます。 

 また、工事費についてでございます。 

 工事費も約１，２００万ほどの執行残が残っておるところでございます。これも先

ほど申しました農村環境整備の農道舗装事業というのを当初計画しておりましたけ

れど、実は森山地区、大久保地区、高田地区、これにつきまして、先ほどと一緒で事

業の未採択ということで、舗装工事を行っておりませんでした。 

 県のほうといたしましては、補正対応でもなんとかということで、予算を残しとっ

てくれと、そういう話でございましたけれど、結果的にはこのような状態になってお

るところでございます。以上です。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  高田・下原田線につきましては、いろいろ環境的にも、それから後にもありますよ

うに、南部地区のコミュニティ関係もですね、たいへん影響してくる線でございます

ので、なるだけ早くですね、建設課それから関係諸課と話し合われて、スムーズな着

工をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 委 員 長  福本委員 
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 福本委員  総務課からですね、昨日ですけれども、説明を受けた中で、食の都づくりというこ

とで、中村学園のご指導を仰がれて商品開発等も取り組まれておると思うんですが。 

 併せて農林商工課でもですね、この資料の１１１ページのファーマーズの関係にな

ってくるんですけど、農林商工課でも商品開発業務という形で取り組んであるわけで

す。 

 それで、総務課と農林商工課での食に関する問題での役割分担、そういったものは

どうなっておるのかお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 総務課のほうで、中村学園と包括連携協定を結ばれて、食の関係のお手伝いをいた

だいておるところでございます。 

 中村学園につきましては、やはり食のプロでございますので、そちらのほうで企画

などをしていただきまして、実際の商品開発等々につきましては、みなみの里などに

お願いしておるところでございます。 

 もちろん同じ食のことでございますので、バラバラというわけにはまいりませんの

で、お互い連携を取りながら商品開発などを進めさせていただいておるところでござ

います。以上です。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  お尋ねいたします。資料のほうでございます。 

 １１０ページでございます。 

 遊休農地対策に関する業務ということで、耕作放棄地面積の２０．７ｈａというこ

とは、筑前町全体というふうに考えるわけでございますけども、この耕作放棄地、主

にどういった地域とかどういったところに集中したりとかいうふうなことになって

いるとすれば、その辺りについての説明を求めたいと思います。 

 もう１点はですね、これに関しまして、放棄改善に向けた取り組みというものはど

のように考えてあるものか。この耕作放棄地が段々と面積的にも広まっていくという

ことは考えられると思われます。そういった対策を具体的に打っていかなければいけ

ないと思われますけども、なかなか難しく大変と思われますけども、どういった考え

を持たれてあるのか、取り組みを考えてあるかということを、２点お尋ねしたいと思

います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 耕作放棄地の関係でございます。 

 先ほど委員さん発言されましたように、現在、耕作放棄地につきましては、年々若

干ではございますが、増えているような状態でございます。 

 これにつきましては、主に山麓線それから中山間ですね、そちらのほうの面積が増

えてきております。 

 平地につきましては、もしそういうことがありましたら、直ちに農業委員さんなど

を通じまして、自分ができないということであれば、新たな耕作者を探していただく

とか、いわゆる貸し借りですね、そういう形の手続きを踏ませていただいておるとこ

ろでございますけど、なかなか山間部につきましては、借り手もいないような状態で

ございます。 

 これにつきましては、無理矢理やはり本当は農地として残していただくのが一番い

いんですけれども、ではなくて植林、先日の一般質問のおりにも回答させていただい

たかと思うんですけれど、例えばクヌギの木を植えて、田んぼではなくてクヌギの植

林をして管理していただくとか、そういう方策なども考えておるところでございま
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す。 

 また、この耕作放棄地の防止につきましては、先日、それこそ先週の金曜日でした

か、農業委員会がございまして、通常農業委員会というのは午後からございますけれ

ど、午前中に全農業委員さんで担当地区などを回っていただきまして、耕作放棄地の、

昨年耕作放棄地として見つけた部分、この部分につきまして、再度全部の筆を回って

いただいて、解消したのか、あるいは変わらないのか、せめて保全管理をされている

のか、その辺を確認していただいたところでございます。以上です。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  耕作放棄地が広まっていきますと、有害鳥獣ですね、こういった、今、田畑等もか

なり被害を受けたりしておりますし、また、農作物等も含めてもそうでございますけ

れども。こういったこともまた広がっていくことがですね、考えられますので、いろ

んな努力をさらにいっそうやっていただきながら、できるだけそういった耕作放棄に

ならないように、またクヌギ林、こういった方向に持っていけばですね、良しではあ

るし、いろんな水田辺りが山林化ですね、そういったことになっていけば、今、先ほ

ど申しましたようなことにも繋がっていきますので、できるだけ努力をですね、今後

していかなければいけないなというふうに思いますので、取り組みを一層強化してい

ただきたいと思います。以上です。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  決算書の１２９ページ、１３０ページで質問いたします。 

 １款３目１９節でございます。青年就農給付金１４，６２５千円が支出をされてお

ります。 

 主要施策の１１１ページの青年就農給付金（経営開始型）継続４経営体、新規６経

営体とありますが、この内訳をもう少しお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、これらの型がどのくらい耕作面積があるか、お聞かせいただきます。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 青年就農給付金につきましては、新しく就農された方を支援するという形で、国の

事業で行っておるところでございます。 

 これにつきましては、５年間給付がありますので、新規の方それから２年目、３年

目の方ということで、継続と新規という形で書かせていただいておるところでござい

ます。 

 内容につきましては、ほとんどの方が米、麦じゃなくて、野菜関係それから施設関

係が主でございまして、面積関係については把握してないところもございますけれ

ど、ほとんどが複合系あるいは園芸関係でございます。 

 給付額につきましては、１個人につきましては１５０万、年間。ご夫婦でされる場

合は２２５万という金額になりまして、お２人でされている場合、また１人でされて

いる場合ということで、ちょっと額が変わりますので、このような１，４００万とい

う金額になっておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  よくわかりましたですが、５年間といいますと、５年間毎年そこらのあれがくるわ

けですね。 

 そうすると、給付の目的といいますか、補助のあれは、施設のハウスか何かを建て

るとの費用ということですか。 

 そしたらですね、５年間は、１ぺん建てたら要らないと思いますけど、どんなふう

になるでしょうか。 

 委 員 長  農林商工課長 
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農林商工課長  お答えいたします。 

 青年就農給付金というのは、そういう施設関係の補助ではございません。やっぱり

初めて農家をされるということで、非常に最初の年から儲かるということはございま

せんので、これはあくまでも生活支援の一環でございます。 

 ですから、ある程度の金額、収入が出た時点で、例えば２年目、３年目でこの給付

は停止することもございます。以上です。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  よく分かりました。 

 それで、もう１つお尋ねをいたします。 

 主要施策の１１２ページの、水田農業担い手機械導入支援事業４件とありまして、

１３，１２０千円支出されておりますが、これは認定農家かなんかに支払っておられ

るとですか。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 そのとおりでございます。認定農業者のほうから申請があった場合に、県単事業に

取り組んでおるところでございます。 

 ちなみに補助率と申しますか、は県のほうから３分１、町のほうから６分の１の継

ぎ足しの合計２分の１の助成という形になっておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  よく分かりました。 

 私は栗田という集落で営農をいたしておりますが、私どもが３０数件で機械組合を

利用しておるわけですね。平均、田んぼといいますか、耕作面積が２町５反から３町

ぐらいの経営で成り立っておるわけですね。 

 それで認定農業者にはそういう支援があると思いますけど、中核の２町５反から３

町、４町ぐらいのあれがないわけですたいね。それで機械を買うとも非常に骨折って

おりますから、そういうとこもいくらか目を通していただきましてですね、百姓の人

が農業をやりやすいような政策をしてもらいたいと思うわけでございます。 

 先ほど言いましたように、私も一員になっておりますけど、３０数件で年齢がです

ね、もう私も下のほうでございます。７２、３ぐらいの人が取り組んでおられるわけ

ですね。それで、もう機械が買いきらんからというようなことでありますから、いろ

いろ他の地区からでもそういう話がありますので、そういう考えがおありかどうかお

聞きをいたします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 先ほどの質問につきましては折半内ご質問をいただいておるところでございます。 

 今、県の事業あるいは国の事業につきましてはですね、担い手の育成という形で、

担い手の方たちに支援しよう、あるいは集落営農につきましては、法人化が条件にな

っております。 

 今、本町につきましては、集落営農については、残念ながら法人組織というのはゼ

ロでございます。 

 先般来の質問の中でもございました農地中間管理機構の推進のため、それからこう

いう機械導入のためにも、集落営農の法人化を今後は推進していかなければならない

とは考えておりますので、各個人と申しますか、任意の集落営農については、現在、

補助制度はないところでございますので、できるだけ法人化のほうに検討をお願いし

たいと考えておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 
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山本一洋委員  成果と課題の１１２ページですけれども、農業振興地域整備計画のところで、ちょ

っとお尋ねをしたいと思います。 

 この将来の課題の中に見直しの必要性というようなことも書いてありますけれど

も、私、一般質問の中でも全体見直しの関係で、質問をさせていただいた経過がござ

います。 

 そのときに農振そのものが目的がないとできないというようなことも回答いただ

いたように思いますけれども。 

 この中で、将来の課題として、見直しの必要性というように書いてありますので、

もう少し具体的に、将来どういうふうな形で見直しをされるのか等、分かりましたら

お伺いをしたいと思います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 委員ご指摘の、農業振興地域の見直し、農振の関係でございます。 

 確かに現在、具体的な内容でないと農振除外の手続きというのは、もう困難である

ということは、議員ご承知のことと思います。 

 この課題の中で、見直しの必要がある。これはもう私ども、それから全町民の方が

お考えになっておるかと思います。 

 ただ、今回、来年４月ですが、農地法の改正等もございました。あるいは国から県、

あるいは指定都市への権限委譲という話も上がっておるところでございます。 

 この辺の内容がまだ分かりません。まだ下には下りてきておりませんので、この辺

も含めまして、もし、例えば集落周辺の農地、その辺が、そういう形ができるような

状態になりましたらですね、この手続きも必要ではなかろうかということで、これは

将来の課題といいますか、１つの夢ではございますけど、その辺も含めまして、町も

大きな方向転換のために、将来の課題ということで位置付けをさせていただいておる

ところでございます。以上です。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  ２つほどお聞かせいただきます。 

 まず１つは、資料のほうの１１０ページでございます。 

 先ほど遊休農地に関する質問、答弁がございましたけども、同じようなことになる

かもしれませんけども、もう一度質問をさせていただきます。 

 先ほど農業委員さんによる遊休農地の視察があったということでございますけど

も、その結果なりがいつ出るのかということをお尋ねしたいのと、課題の中で、さら

なる遊休農地の対策として、農地中間管理事業への円滑な誘導を推進するということ

でございました。 

 ６月の一般質問の中で、私は質問をさせていただきまして、その中の答弁の中に、

遊休農地の利用の意向調査というのを、書面により確認をしていきたいというような

回答がございましたので、その辺りのスケジュールがどうなっているのかと。 

合わせてこの２つと、補助金負担金の支出の項目でございます。 

 １５５ページに、１４番目、農業土木事業費補助金というのが４，３０１千円ござ

います。これは、５－１－６－１９と書いてありますけども、これは、５－１－６－

１５だと思います。確認をお願いします。 

 それともう１つ、１９、２０の項目、一番下と一番下から２番目でございます。 

 この項目が６－１－２－１９というふうになっているんですけども、この中には

１，０００千円と４，２５０千円の記載がございません。たぶん項、目、節の違いだ

と思うんですけども、どこに記載をしてあるか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  農林商工課長 



 28 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、遊休農地の関係でございます。これにつきましては、先ほど申しましたよう

に、先週の金曜日に全農業委員さんのほうでパトロールをしていただきまして、現地

確認をしたところです。 

 この集計につきましては、一応、１２月をめどに行う予定でございます。 

 その後農林商工課、それから事務局のほうと再度現地のほうを巡回いたしまして、

各遊休農地所有者、あるいは管理者ですね、そちらのほうに文章で意向調査をする予

定としておるところでございます。 

 資料の１５５ページでございます。上から４段目、農業土木事業補助金でございま

す。委員ご指摘のとおり、１５節でございます。お詫びして訂正をさせていただきま

す。 

 それから、下から３つ目ですか、６－１－１の１９、商工総務費ですね。それから、

地域観光支援事業補助金、それから商工会商品券発行に関する補助金につきましても

６－１－１－１９の誤りでございます。お詫びして訂正させていただきます。 

 なお、この補助金につきましては、決算書１３３ページ、１４４ページの６－１－

１商工総務費の商工業振興対策補助金５，７６３千円に含まれているところでござい

ます。以上でございます。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  資料の１１４ページでございます。 

 消費者行政の関係でございますけれども、課長の説明の中でも多様化するトラブル

に対応してきたというようなことで、説明がございました。 

 私も、高齢者の方をはじめたいへん助かってある方がおられるのではないかと思っ

ています。 

 また、具体的な措置にしましても、先ほど昨年１７７件から今年１８８件と増えて

おりますし、年々件数も増えておるし、また、この相談により救済をされた金額とい

うのも年々増えてきているのではないかというふうに想像いたしますが。 

 将来の課題の中で、この交付金の関係で、２９年度というふうなことで、その後の

対応なんかも考えてあるようでございますけれども、今の状況からしましてですね、

ぜひこの制度を今後もですね、活かしてもらいたい。 

 この文面からすると、何かなくなってしまうのかなというようなことも読み取れま

すけれども、ぜひ継続をしてほしいと思いますけれども、その点お伺いをしたいと思

います。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 消費者行政の関係、年々やはりトラブルが増えてきておるところでございます。 

 この交付金につきましては、国のほうが交付金ですね、この分の削減などを言って

きておりますけれど、現時点では、一応２９年度までは確約をされておるところでご

ざいます。 

 また、このあとにつきましても、関係自治体と連携いたしまして、ぜひ、この事業

というのは継続していただきたいと考えておるところでございます。 

 また、それ以降の計画をどのようにしていくのかというご質問ではございますけ

ど、実はご存じのとおりに、この消費者行政というのは、町単独で現在しております

けれど、月曜日などないというような形でございます。できましたら、広域などとも

協議いたしまして、土日も含めた３６５日体制ができるならば、協議をさせていただ

いて、協働でも設置をさせていただきたい、そのように考えておるところでございま

す。以上です。 
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 委 員 長  河内委員 

 河内委員  成果と課題から２点お尋ねします。 

 １１１ページです。一番上の食育地産地消推進事務ですが、学校給食への地場産農

作物の納入割合を増やすことができたと、成果にあがっていますが、何％あったのか

ということと今後持続して継続できるのか、お尋ねをいたします。 

 それともう１点、１１４ページです。 

 商工費、商工総務費の中のセーフティネット事業事務ですが、利用件数が１４件と

いうことでしたが、申し込みは何件あったのか、また、将来の課題のところに、国が

指定する業種が対象とありますが、国が指定する業種とは何があるのか、お尋ねしま

す。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、学校給食の関係でございます。 

 昨年度につきましては、６０％近い数字になっておるところでございます。 

 それから、セーフティネットの関係です。 

 国が指定した業種というのは一体どういうものなのかという質問でございますけ

ど、これは、時期、時期によって業種が変わります。 

 例えば、今、金融業が低迷しておるということであれば、金融業の指定を何月から

何月までやりなさいと。そのような形でございますので、一概に国が指定がもう１年

間通るわけではございません。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  地産地消の関係では、今後継続、持続可能なのかということもお尋ねしています。 

 それとセーフティネットは、申し込み数もお尋ねしました。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 学校給食につきましては、今以上に割合を増やすようみなみの里、それから学校給

食の栄養士等とも協議をしながら、少しずつでも増やす計画でさせていただきたいと

思います。 

 それから、セーフティネットの申請でございます。申請イコール利用件数という形

で、申請も１４件ということで受理をさせていただいておるところでございます。以

上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  先ほどの答弁の中で、国の指定は時期によって異なっているということでしたが、

その国の指定があったときに、それに該当する業者の方には連絡をきちんとしている

んでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 指定業種の関係については、町のほうからは通知はしておりません。 

 ほとんどの申請が、商工会あるいは金融業、例えば銀行ですね、銀行、信用組合、

その辺から間を通しての申請となりますので、例えばある事業者のほうが、金融機関

のほうにお金を借りに来られれば、今、セーフティネットの該当をしますので、町の

ほうに申請をしてくださいという形の手続きを取っていただいておるところでござ

います。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書のほうから２点お尋ねします。 

 １２６ページ、５款１項１目、１９節の負担金補助及び交付金の県農業会議朝倉支
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部市町村負担金の３１万、それと１３４ページ、５款２項２目林業振興費の１９節負

担金補助及び交付金の上の分ですね、生産森林組合育成助成金３５万、それぞれ決算

書には載せてありますが、資料のほうの１５４から１５５ページには記載がないよう

に思うんですが、上げてない理由をお尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、決算書１２５ページ、１２６ページの県農業会議朝倉支部市町村負担金でご

ざいます。これは、義務負担でございますので、この中に計上をしていないという形

でございます。ちなみにこの朝倉支部というのは甘木朝倉ではなくて、朝倉農林管内

で久留米までが入っておるところでございます。 

 それから、１３３ページ、１３４ページの生産森林組合助成の３５万につきまして

は、１団体７万の５団体で計上をしていないところでございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  先ほどの県農業会議朝倉支部市町村負担金って、ちょっと意味が分からなかったん

で、もうちょっと詳しく説明していただけますか。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 県農業会議の朝倉支部負担金につきましては、これは農業委員会関係の上部団体で

ございます。県のほうには、県農業会議所というのがございます。 

 ただし、各農林管内において、中間の協議会があるというような形でございます。 

 この中において、春それから秋の農作業の賃金改定、あるいは農地の標準小作料の

改定、そういうのを検討しておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  団体に対する補助金だから、やっぱり上げないといけないんじゃないかなと思うん

ですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  その件につきましては、今後検討をさせていただきたいと思います。以上です。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 建設課の説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  それでは、建設課の説明をいたします。 

 最初に決算書の説明をいたします。決算書の１３３ページをお願いいたします。 

 ５款２項３目林道費５３９千円、１５節の工事請負費は畑島林道の補修工事を実施

しております。 

 １３５ページをお願いします。 

 ７款１項１目土木総務費７５，６２１千円、１節の報酬は登記嘱託職員、一般非常

勤職員、計２名分の報酬でございます。 

 ２節の給料から７節の賃金までは人件費のため、説明を省略いたします。 

 １３７ページをお願いいたします。 

 ９節から１２節は説明を省略いたします。 

 １３節の委託料のシステムセットアップ委託料は、道路台帳システムの更新をした

ものです。 

 分筆測量委託料は、寄付採納などによる分筆登記に必要な図面作成業務委託１１件

分でございます。 

 １４節の使用料及び賃借料の主なものとしましては、工事費積算用のシステムの借

上げでございます。 
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 １８節の備品購入費は、道路台帳システムのパソコンが老朽化をしておるために買

い替えをしたものでございます。 

 １９節の負担金補助及び交付金は道路協会、国県道の道路建設促進期成会への各負

担金でございます。 

 ２項１目道路橋梁総務費９２，２１０千円。 

 １３節の委託料の橋梁長寿命化業務委託料は、間片橋の補修設計、道路ストック点

検は道路の法面、土工構造物及び道路照明施設の点検を行ったものです。 

 道路台帳作成委託は、普通交付税の算定基礎となります道路台帳の補正を毎年行っ

ているものでございます。 

 １５節の工事請負費の橋梁長寿命化工事は玉虫橋及び四三嶋橋の上部の補修工事

を行っております。 

 工事請負費は、久光・当所線の舗装補修を３８０ｍ実施しております。 

 １９節の負担金補助及び交付金は、県の曽根田川河川改修事業に伴います薬師前橋

の架け替え工事に係る負担金です。２６年度は旧橋の撤去までが完了しております。 

 同２目道路維持費５４，８６６千円。 

 １１節の需用費の修繕料は、筑紫大橋アンダーの水中ポンプの交換をしておりま

す。 

 １３９ページをお願いします。 

 １３節の委託料の道路管理等委託料は、毎年シルバー人材センターにより、毎月、

月４回の道路パトロール、及び小規模な破損の箇所などの補修、街路樹剪定、草刈り

などを実施しております。 

 １５節の工事請負費は、行政区の要望によりまして、道路、水路等の維持工事を５

７件実施をしております。 

 １６節の原材料費の砕石代は、各行政区の道路愛護作業のために砕石を配布したも

のでございます。 

 ３目道路新設改良費５９，９４７千円、予備費から３，１８１千円を流用いたして

おります。 

 理由としましては、松延の点滅信号交差点の改良工事ほか１件を、緊急に行う必要

が生じたためでございます。 

 ３，１８１千円を流用し、２，６３３千円の不用額が出ていますが、道路新設改良

費には合併特例債を充てておりまして、この緊急に行った工事は特例債の対象とはな

らないということで、財務会計システム上別枠で流用をしたものでございます。 

 １３節の委託料は福島の昭和１０号線他２件の測量設計業務を実施しております。 

 １７節の公有財産購入費は、平和の碑がございます熊ヶ山北側の県道塚本線の道路

拡張用地買収等でございます。 

 １５節の工事請負費は、安野の下大和・妙見線道路改良工事他１件で、３５０ｍを

整備をしております。 

 ４目国交省交付金事業１５，３１１千円、南北線の道路改良事業でございます。２

６年度で事業完了しております。 

 １５節の工事請負費は、歩道整備３８０ｍと付帯工事を実施しております。 

 ３項１目河川総務費４，１９０千円、１９節の負担金補助及び交付金の主なものは、

河川を守る会、夜須地区の県営河川を守る会１４団体、２１行政区と、三輪地区の草

場川の清流を守る会５行政区の補助金でございます。 

 ２目河川維持管理費７，１２１千円。 

１４０ページをお願いします。 

 １５節の工事請負費は、下高場の谷川他４県の浚渫工事等を実施しております。 

 飛びまして、１９９ページをお願いいたします。 
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 １０款１項２目農済の現年発生災害復旧費７，５２９千円、１５節の工事請負費は、

勝山の炭焼、開田池他４件の復旧工事を行っております。 

 ３目林道災害復旧費６９６千円、１５節の工事請負費は、曽根田林道の補修を行っ

ております。 

 ２項３目公共災の現年発生道路橋梁災害復旧費５，１９８千円、１５節の請負工事

費は、森山の松林他８件の復旧工事を実施しております。 

 ２０１ページをお願いします。 

 同４目、現年発生河川災害復旧費、１５節の工事請負費は、朝日他１件の復旧工事

を実施しております。 

 以上、平成２６年度の建設課関連事業費は５款林業費５３９千円、７款土木費３０

９，２７０千円、１０款災害復旧費１３，９２１千円、合計３２３，７３０千円を支

出しております。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 続きまして、２６年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題について、説明い

たします。 

 資料の１１５ページ、１１６ページでございます。 

 先ほどの決算の内容を詳細に記載しておりますので、重複する内容が多いため要点

のみを説明をさせていただきます。 

 林道は、８路線の林道の維持補修を行うものですが、８路線とも老朽化してきてお

りまして、今後の維持費の増大が危惧されるところでございます。 

 土木総務費は、町道等の境界立会、登記、寄付等の事務でございます。それぞれの

件数は成果の欄に記載をしているとおりでございます。 

 道路橋梁総務費は、道路橋梁等の長寿命化対策を重点的に実施をしました。今後道

路ストックの老朽化が進んでいく中、道路法の改正で定められた橋梁の５年に１回の

近接目視点検、近寄ってみたり、ハンマーで叩いたりする作業ですけども、に基づき

ながら、計画的な修繕を行い、安心・安全な道づくりを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 道路維持費は、水路、水路等の維持工事を行うものです。各区から毎年８０件程度

の要望書が出てまいりますが、現在の予算で実施できるのは約５０件程度でございま

して、２６年度末で未処理件数が１７０件程度ございます。 

 単独事業のため予算の増額が難しい点がございまして、今後とも予算の範囲内で緊

急度、費用対効果、地域間バランス、要望書の提出時期などを考慮しながら実施をし

てまいりたいと考えております。 

 道路新設改良は、現在、合併特例債を活用し、拡幅改良を実施しております。狭い

道路、歩道の整備の必要な道路は、まだたくさん残っております。交付金制度の調査

研究等を行いながら、新たな財源の確保に努め、生活道路の整備、安心・安全の町づ

くりを進めてまいりたいと考えております。 

 国交省交付金事業の南北線道路改良工事は、平成１９年度から８年間、総事業費約

６億３千万円をかけ、県道久光、西小田線、下高場地区から県道三箇山・山隈線、大

久保地区に繋がる幹線道路約１．９キロの整備が完成しました。 

 この道路の完成により、三輪地区と夜須地区の交通アクセスの向上、及び先日一部

開園いたしました多目的運動公園利用者の利便性の向上を図ることができておりま

す。 

 河川総務維持管理は、主に県営河川の関係区の愛護活動に対する補助金の交付、浚

渫工事を実施しております。 

 県営河川の関係区の草刈り作業も高齢化が伴っておりまして、年々厳しくなってき

ているという報告が出ております。中には作業を業者に委託をされ、区で負担されて
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いるところも出てきております。町と県の補助金の増額、作業負担の低減対策等の検

討が必要になってきております。 

 災害復旧は、災害箇所の定期点検と迅速な災害復旧を基本に実施しております。２

６年度は比較的大きな災害はございませんでしたが、全国的には経験したことがない

大雨が局地的に降る傾向が増えております。先週も関東、東北地方に集中豪雨が発生

し、鬼怒川堤防決壊などにより甚大な災害が発生をしております。日ごろから防災意

識の向上、危険箇所の定期点検を行い、災害復旧時には迅速かつ適正な復旧に努めて

まいります。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

木村委員 

 木村委員  資料のほうでお尋ねします。 

 １１５ページ、一番下の段の道路維持費でございます。 

 これにつきましては、私、何回かですね、質問をさせていただきました。 

 ２３年ぐらいから毎年５００万強ぐらいの増額をされて、今現在５千万を年間投入

して、対策に当たってあるわけですが、やっとここで、課題のところでですね、予算

の確保ということで書いていただいておりますが、今年度もやはり５千万のですね、

３月は計上をされてあったと思います。 

 そういった中で、台所事情も厳しいのも確かに承知しております。 

 ということで、この要望の中からですね、軽微な補修等についてですね、アスファ

ルトの簡単な補修であったり、やっぱり地域で技術を持ってある方がいらっしゃいま

す。ボランティアでしますからということでですね、であれば材料代とかを出します

よと。そういうふうな取り組みができんもんだろうかと思ってですね。 

 里道の砕石代なんかは出してありますけどですね、そういうふうな取り組みはでき

んだろうかということでお尋ねいたします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 貴重なご提案ありがとうございます。 

 現在、区によってはですね、除草した後の除草剤をまきたいからということで申し

出等がありましたら、そのような材料代等はですね、適宜配布等をしておりますので、

今、議員のご発言の内容をですね、今後もっと広げれるような検討をしてまいりたい

と思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料の１１６、１１７にかけてですが、農地、農業用施設災害復旧費から公共土木

施設災害復旧費まで、危険箇所の定期点検及びと繋がっていますが、定期点検の頻度

はどのくらいの割で行っているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 毎年４月に定期点検計画を立てまして、基本的には月１回、山間部なり河川を中心

に職員による巡回をやっておるところでございます。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  月１回定期点検を行っているという割に、山つきについてはですね、木が道路を半

分塞いでいたりというのが、長い間続いていたりということがありますので、特にで

すね、風が強いときとかは、その後にでもですね、もう１度回っていただくようにお

願いしたいと思います。 

 それと決算書です。 
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 １３７、１３８ページ、７款１項１目、１９節負担金補助及び交付金の下から２番

目です。久留米～筑紫野線期成会負担金１５６千円、それと１３９、１４０ページ、

７款３項１目、１９節負担金補助及び交付金です。下の３つですね、砂防協会負担金

２２２千円、河川協会負担金２０７千円、荒川・草場川維持用水対策協議会負担金３

０万、それぞれ１０万以上の負担金、補助金が上がっているんですが、１５６ページ

には記載がないようです。なぜ記載されてないのか、お尋ねします。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  道路建設促進期成会につきましてはですね、加盟市町村がいろいろあるわけであり

ますけども、補助金というよりもいろいろな活動に対する負担金という割合という感

じがしておりますので、特に今までですね、そちらの補助金の表に上げたことはござ

いません。 

 ３項１目の１９節の負担金は、荒川・草場川維持用水対策協議会についてはですね、

いろいろな諸活動が行われておりますので、補助金という活動をやっておりますけど

も、あとの２つについては、県の全市町村が入る協会でございまして、特に別紙の補

助金には該当しないのかなという判断でしておりましたけども、もう一度記載の内容

をですね、精査をしながら、上げるべきかどうかは検討していきたいと思います。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  道路の維持管理、安全対策改善、補修等については、これまで筑紫野三輪山麓線の

開通する前の、道路のあちこちへの補修改善、また、三並から三箇山にかけての道路

の補修改善等をですね、これは県土整備事務所になりますけども、これまでいろいろ

と要望等をさせていただきまして、ほとんど改善等もしていただいているところでご

ざいます。きれいになってますけども。 

 三箇山の集落の手前から夜須高原カントリーのほうへ登っていく道路、こちらは確

か町道であったと思います。ずっと前に一部崩落した場所の手前、こちらのほうがひ

び等が入って、崩落の心配等で現在も一部道路がですね、道路幅そのものがまだ使え

ないということで、規制がかかっていると思います。 

 もうだいぶなりますけど、こちらのほうの改善等もお願いしていますけども、計画

等がどのようになっているものか、お尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 一応災害で壊れたところを復旧している部分ですね。 

 その箇所につきましては、先ほど報告しました道路の法面等の点検を昨年実施して

おります。点検結果については、すぐ補修をしないような、壊れるような状況ではな

いということでコンサルからの報告が上がっておりますけども、随分の間あのような

状況になっておりますので、補助事業に乗るかどうかをですね、今後検討をしながら、

もう単独でするには相当費用がかかりますので、その辺を検討をしながら、今後実施

をする方向で検討してまいりたいと思います。 

 実施の時期については、今日の段階でははっきり、来年からやるということはです

ね、お答えできない状況でございますので、よろしくお願いいします。 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩いたします。 

 ２時１５分から再開します。 

（１４：０２） 

 再  開  
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 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：１５） 

 委 員 長  都市計画課の説明を求めます。 

都市計画課長 

都市計画課長  まず初めに、都市計画課で所管しています篠隈団地建替工事２期工事落成式及び９

月１３日に一部開園しました多目的運動公園一部開園式に、議員各位出席いただきま

してありがとうございました。 

 両日とも好天に恵まれ、完成物件を見ていただき、本町の生活、健康の拠点として

利用していきたいと考えています。 

 それでは、平成２６年度都市計画課所管業務の決算状況について、ご説明申し上げ

ます。 

 歳入歳出決算書の１４１ページからでございます。 

 ７款４項１目都市計画総務費予算現額は、当初予算額７６８，５８４千円から、２

２，５７４千円を減額補正した７４６，０１０千円です。内７１１，４２１千円を執

行いたしました。 

 １節報酬は、都市計画審議会を１回開催しています。 

 また２節給料から４節共済費は、人件費などであり説明を省略いたします。 

 それでは、執行した主なものについて、ご説明申し上げます。 

 ９節旅費の備考欄、費用弁償１７８千円は、西田地区まちづくり推進委員会開催時

の費用弁償で、都合９回開催されました。 

 普通旅費、研修旅費は、事務協議、企業訪問、全国大会などの県外出張に要したも

のでございます。 

 １１節需用費は、物件費のため説明を省略します。 

 １３節委託料は、西田地区まちづくり支援業務委託費として、平成２２年度に実施

した西田地区住環境整備事業基礎調査に基づく地区内のまちづくり推進事業をコー

ディネートするためのコンサル委託料として２，８８４千円を執行いたしました。 

 １５節工事請負費は、企業誘致関連道路整備費で、四三嶋地区企業誘致ゾーン内の

南部取り付け部分で、道路改良工事を１００ｍ、１カ所施工しています。 

 １９節負担金補助及び交付金、２８節操出金は義務的経費の執行分であり、説明を

省略させていただきます。 

 次に、２目公園費です。１４１ページから１４３ページとなります。 

 公園費の予算額は、当初予算額４８，５０９千円から１，７１９千円を増額補正し

た５０，２２８千円です。内４８，９１３千円を執行いたしました。 

 それでは、支出の状況について、主なものをご説明申し上げます。 

 １節報酬と９節旅費の説明は省略させていただきます。 

 １１節需用費は、公園の電気、ガス、水道使用料金及び公園施設などの修繕料が主

なもので、昨年度の対比で１０８．９％、６，６４５千円を執行いたしました。 

 なお、修繕料は１４カ所の公園の小工事をしています。 

 １３節委託料は２２，９７２千円を執行いたしました。昨年度の対比で１０８．２％

となっています。 

 公園委託料の内訳については、備考欄に記載する公園遊具定期点検業務の６４３千

円、これは２年に１回となります。その他７項目に分類し、例年どおり町が管理する

都市公園及び道路緑地帯などの清掃、樹木などの剪定や設備の保守点検、維持管理な

どの業務委託料として執行しています。 

 今後も公園管理費の縮減に努めてまいりますが、公園を安全で快適に利用していた

だくためには、一定規模の管理費計上は必要な措置であることをご理解いただきたい

と思います。 
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 １５節工事請負費として１５，３４４千円を執行いたしました。昨年度対比で１９

３．８％でございます。 

 全体で１６カ所の改修工事などを行っています。この内一番大きなものが、三輪そ

れり遊歩道修復工事で６，８０４千円となっており、約半分を占めています。 

 また、公園の上水道設備工事として、歴史の里公園を上水道に切り替えています。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、水道加入金として１２９千円の執行

は、歴史の里の公園の水道加入金となります。また、城山開拓組合負担金の１８０千

円は、多目的運動公園にあった梨園の農業用水利権を町が継承するための負担金で、

これは毎年度発生いたします。 

 次に、３目国交省公園事業費です。 

 国土交通省公園事業費の予算現額は、当初予算額３３７，１８７千円から３１，０

００千円を減額補正し、前年からの繰越明許費１９０，０００千円を加え、４９６，

１８７千円です。内４９０，５７８千円を執行いたしました。 

 それでは、主な執行予算について、ご説明申し上げます。 

 １３節委託料は分筆買収した部分の境界復元として、多目的運動公園測量業務委託

料４３２千円で、多目的運動公園施工管理業務委託料として１２，４２０千円を執行

いたしました。 

 １４５ページをお開きください。  

 １５節工事請負費は、予算現額４８０，４８４千円であり、前年度からの繰越明許

費１９０，０００千円が含まれております。 

 繰越明許費の執行分として、多目的運動公園造成工事１１６，４８８千円、多目的

運動公園園路広場整備工事１工区７１，９３１千円となります。 

 この２本の工事請負は年度をまたいでおり、総額２５７，７２０千円であり、各々

契約議決を受けている状況でございます。 

 ２６年度分といたしましては、２８７，０１０千円を執行しています。工事本数は

６本でございます。 

 主なものは、多目的運動公園園路広場整備工事２工区２２８，６３６千円です。こ

れも契約議決を受けている状況でございます。 

 その他に多目的運動公園遊具設置工事２９，１６０千円、多目的運動公園トイレ等

建築工事２３，５１１千円でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金は公園の上水道加入金であり、口径５０ミリ、２カ所

の分の合計２，１３８千円となっています。 

 次に、５項住宅費、１目住宅管理費です。予算現額は、当初予算額３０，２４４千

円で、内２６，４８６千円を執行いたしました。 

 執行したものについて、ご説明申し上げます。 

 １節報酬は５３２千円の執行で、各住宅の管理人報酬でございます。 

 ９節旅費につきましては、県外公営住宅などの研修参加を予定していましたが、日

程調整や未開催であったため不用額が出ています。 

 １１節需用費は、窓あき封筒の印刷費、住宅の光熱水費、住宅の修繕料及び住宅管

理に要する消耗品と本課で管理する軽自動車の燃料費で、備考欄に記載のとおり執行

いたしました。 

 なお、修繕料は前年度並みに見込んでいましたが、大きな修繕がなかったため、１，

３８９千円の不用額が出ております。 

 １２節役務費は、例年どおり団地内の除草などや火災保険などに執行しておりま

す。 

 １３節委託料は備考欄の記載のとおり、水質検査委託料から給水施設滅菌機の維持

管理、受水槽の清掃など、エレベーターの保守点検及び消防施設点検に係る各委託料
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と新太刀洗団地駐車場設置工事の設計委託料に執行いたしております。 

 １５節工事請負費として、７，２７２千円を執行いたしております。 

 町営住宅上水道接続工事として、野田１団地の上水道へ切り替え、２，３８３千円

を執行いたしております。 

 補修工事は７カ所行い、２，２５８千円を執行しています。 

 主な工事としましては、マクリ団地受水槽改修工事などで１，０５９千円などでご

ざいます。また、工事請負費は４カ所行い、２，６３０千円を執行いたしました。 

 主な工事としましては、これもマクリ団地の２戸解体工事費で、１，３４４千円で

ございます。 

 １４７ページをお開きください。 

 ２２節、補償補填及び賠償金は、マクリ団地の入居者が新町団地への移転希望があ

り、移転補償費として１４０千円を執行しております。 

 次に、２目住宅建設費です。 

 住宅建設費の予算現額は、当初予算額２８３，９３３千円から７８，８４０千円を

減額補正し２０６，０９３千円で、内１４５，８３４千円を執行いたしております。 

 住宅建設費につきましては、防災安全交付金が満額付かなかったため、平成２６年

度と２７年度にまたがり、総額３２１，８８１千円の継続費の議会議決を受けている

ところです。 

 １２節から１９節の残額は、すべて平成２７年度へ逓次繰越を行っています。 

 それでは、執行した主なものについて、ご説明申し上げます。 

 １３節委託料３，１７４千円は、篠隈団地建替工事２期工事変更設計委託料５９４

千円と２期工事管理委託料の平成２６年度分中間払いとして２，５８０千円を執行し

ています。 

 １５節工事請負費は篠隈団地建替工事２期工事、平成２６年度中間払いとして１４

１，１８４千円を執行しております。 

 １９節負担金補助及び交付金は篠隈団地建替工事２期工事に伴う２１戸の水道加

入金１，３６０千円となっています。 

 引き続き、決算審査特別委員会資料をお願いいたします。 

 ページ１１８から１１９ページでございます。 

 まず、都市計画係部門です。 

 住環境整備については、平成２２年度に国庫補助の適用を受け、西田地区における

住環境整備基礎調査を実施いたしました。 

 現在、地元まちづくり推進委員会により、計画整備区域約３．４ｈａが決定されて

います。 

 総戸数３８戸のうち１８戸が不良住宅と判定されています。これらの状況も踏ま

え、事業意向調査を行い、全員が賛成されています。しかしながら、個別的には不安

や課題があることが明らかになっています。  

 地元まちづくり推進委員会を中心となって、将来のまちづくり案がようやく固まり

青写真ができています。導入事業の具体的検討には、まだ入ってない状況でございま

す。 

 ２６年度はまちづくり推進委員会９回、ワークショップ６回が開催されました。今

後は、事業の可否については、関係機関との調整の上、さらなる精査が必要となりま

す。 

 公園緑地管理については、決算書の内容説明で、成果及び将来の課題についても若

干ふれさせていただきました。 

 平成２６年度は隔年で行っている公園遊具の定期点検を行い、来年度に公園遊具修

繕工事を実施します。 
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 公園は、誰でもがいつでも安心して利用できることが基本です。そして多くの公園

において、最大の利用者は高齢者と幼児、子どもであることを念頭に、安全について

は、きめ細やかな対応の徹底を行っていきます。 

 次に、多目的運動公園整備事業です。 

 国の補助事業に乗せながら整備を進めていますが、平成２６年度の防災安全交付金

の内示率は８９％であり、補助対象工事は約１割が後年度対応となりました。 

 また、翌年度から繰り越していた工事請負費と合わせ約４７５，０００千円で、平

成２７年度の一部開園ができるところまで整備している状況でございます。 

 防災安全交付金に切り替えたものの、国からの配分額が不透明なところもあり、今

後は事業計画を的確に把握しながら、継続的に取り組んでいくところでございます。 

 企業誘致につきましては、四三嶋地区企業誘致ゾーンに２社、工業用地として譲渡

していますが、平成２２年度の農地法の改正により、優良農地の取り扱いが厳しくな

り、新たな進出企業が見出せない状況でございます。 

 なお、企業誘致関連の事業につきましては、工業用地造成事業特別会計の中で、成

果、将来の課題も含め、詳しくご説明申し上げます。 

 次に、都市計画係の窓口業務及び指導業務として、かなりのウエイトを占めている

建築確認受託等事務から、土地利用に関する事務については、平成２４年度をピーク

に、小規模開発や共同住宅建設の動きはあるものの、ここ数年横ばい状況です。 

 本町においても、企業などによる大規模開発はありませんし、新築の建築物もここ

数年、年間５０棟から６０棟で推移している状況です。 

 平成２２年度に南高田地区に地区計画を指定し、より良い住環境整備を推進するた

め、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を制定しており、条例制定

の趣旨、繁栄が加速され、１３年間を要し、計画戸数２７６戸の住宅建設が完成し、

整然とした街並みができあがっています。 

 最後に、屋外広告物事務です。 

 良好な都市景観の形成を目的として屋外広告物許可及び監視、除却などの事務を行

っておりますが、無届広告物の調査や違法広告物の調査徹底に努めています。 

 屋外広告物は３年で更新となりますので、平成２６年度許可などは３４件で、対前

年度比で４１％、張り紙など撤去は対前年度比２４１％で、１，１７５枚となり、違

反広告物などの指導強化に努めてまいりました。 

 次に、１１９ページをお開きください。 

 町営住宅係部門については、建替え、改修、上水道接続と住宅管理に分けて整理し

ています。建替え、改修では、町営住宅長寿命化計画のもとに、夜須地区町営住宅建

て替えを推進しております。 

 篠隈団地建替２期工事、２６年度、単年度の完成は、交付金の減額影響を受け、継

続費を設定しました。 

 ２期工事も１期工事同様にＲＣ３階建て、２１戸の建設に着手しました。今後は松

延団地解体、福島団地解体及び東小田団地建替工事の進捗に努めてまいります。 

 上水道接続は、井戸水を使用している町営住宅について、安全・安心、安定的に飲

料水を供給できる上水道を計画的に切り替え施策を推進していきます。水質の安全は

もとより、井戸水の滅菌保守点検業務委託費も軽減されることになります。 

 住宅の管理の住宅の維持補修につきましては、成果も含め、決算書の内容説明でふ

れさせていただきましたが、修繕件数が毎年度１００件以上と多く、苦慮していると

ころでございます。 

 しかし、町営住宅管理者として入居者に不便をかけられず、迅速な対応を取ってい

るところです。また、職員も、休日や夜間の対応もかなり頻度となっていますが、今

後も適正な維持管理に努めてまいります。 
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 住宅使用料の徴収に関しては、完納に向けて鋭意努力は行っております。収納状況

は、率ではわずかですが、現年度分、滞納分ともに前年度を上回る結果となりました。 

 町営住宅建て替えに伴い、経営者家賃を設定しているため、家賃単価が上昇し、調

停額及び収納額も伸びていますが、反面滞納者数は横ばい、あるいは改善の方向にあ

るものの収納率が伸び悩んでいます。早期の電話督促や訪問徴収などの徹底と滞納者

には分納誓約書の提出をお願いし、生活に支障のない範囲で分納をお願いするなど、

新たな滞納者を発生させない、現在の滞納状況を改善するを二本柱に、使用料未納額

の改善に努めています。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  資料の１１９ページです。 

 町営住宅建替・改修で、将来の課題のところに、東小田団地建替工事（平成２８年

度以降）、その下に西田団地建替工事（平成３１年度以降）等とありますが、この他

にも予定されているところがあるのか。 

 それと住宅管理で、松延と福島団地の解体の時期はいつ頃になるのか、お尋ねしま

す。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 １１９ページの議員ご質問のことにつきましては、現在、これ以降の計画はござい

ません。 

 それから、松延団地の解体工事、福島団地の解体工事でございますが、松延団地は

本年度行う予定でございます。福島団地は今年度補助金が付いておりませんので、買

い要望といいまして、２次要望の張り付き具合を見て予定しておりますので、現在の

ところでは、福島団地までできるかどうかは不明なところでございます。以上でござ

います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  今から東小田団地の建て替えが始まるんですけれども、今現在、東小田団地には入

居者がいらっしゃいます。建て替えるときにはアパートなりをお世話せないかんと思

うんですけれども、その辺はどうなっているんでしょうか。お尋ねします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 東小田団地につきましては、当地で建て替えになりますので、今の現入居者につき

ましては、アパート等を借り上げて、そちらに一時入居移転していただきまして、出

来上った折に、再度戻っていただく、そういう形になります。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  東小田団地は何戸あるんでしょうか。その戸数分だけ確保できるんですか、お尋ね

します。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 当初の計画は２１戸計画予定しておりましたが、現在は１４戸の入居者がおられま

すので、計画戸数はですね、今後また再度検討していかなければならないと思ってお

ります。 

 それと敷地的には、十分敷地面積はございます。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  その１４戸の方のアパートは確保できるんですかということもお尋ねしたと思い
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ます。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 東小田団地建て替えにつきましては、入居者戸数は１４戸でございますけれど、今

後調査検討、研究していくところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  そうでなくて、仮住まいのアパートが１４戸要るわけですけれども、それは民間で

確保できるんですかってお尋ねしたんです。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 まだ検討の段階でございますけれど、東小田団地建て替えは平成２９年度以降にな

るだろうと思います。そういうところで、平成２７、２８年度をめどに、そういう民

間アパートの調査などを検討していきたいというふうに考えています。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  予定２１戸ということですけれども、今ですね、町営住宅に入りたい人、たくさん

いらっしゃいますので、このまま予定進めていただくことを要望いたします。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  資料の１１９ページでお尋ねいたします。 

 住宅の使用料の賦課徴収というところでございます。 

 住宅の使用料の徴収状況、現年度分でございますけども、滞納額、未納が６，３２

５，１３１円となりますけども、この滞納、未納は何世帯分、何戸分なのかを、お尋

ねしたいと思います。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 現年分の滞納者件数が５８件でございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  この２６年度の滞納分が５８件、この５８件の中には２５年度滞納された方も含ま

れているのではないかと思いますけど、何件含まれてありますか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

新規の滞納件数分が１５件でございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  新規か１５ということであれば、その以前からが、４３件が２５年度も滞納された

方ということかと思われます。こういった未納、滞納が、もう慢性化、マンネリ化み

たいな感じでですね、進んでいるわけでございますので、この中には新しく合併して

新しく建て替えられた町営住宅へ、公営住宅へ入居された方も含まれると思いますけ

ど、こういったことは続いていくということについてはですね、もっと踏み込んだで

すね、対策等も必要と思われます。今後その辺りの対策強化について、どのようにお

考えでございますでしょうか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 町営住宅使用料につきましては、私的債権になりますので差し押さえ等ができませ

んけれど、悪質滞納者等については、今後は法的対応とかそういうものも検討しなけ

ればならないかと思っているところでございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  資料のほうでお尋ねします。 
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 １１８ページの一番下の屋外広告物事務という部分ですが。 

 この課題のところに、違反広告物の監視及び除去と課題が上げてありますけども、

この作業とか、これはどこがしているんでしょうか。それと除去にかかる費用ですね、

これはどこから出ておりますでしょうか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 除去は、簡易除去になるんですけれど、都市計画職員が年に２回ほど、延べ６名程

度が回って、除却している状況でございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  これは、先ほど補足で２４１％の増ということでですね、言われましたけども、ち

ょっと調べてみましたら、２３年が張り紙に関してはゼロだったんですね。それが２

４年で５０、２５年で３２０、６倍ほどなっています。そして今年度が８４５という

ことでですね、もうこれは社会的に何か背景があるのか知りませんけども、これは異

常な増え方ですね。 

 しかもこれは罰則とか何とかあるんでしょうか、これ。貼ったものに対してですね、

処分の費用とか撤去の費用とかを持たせるとかですね、連絡させてですね。そういう

対応をできないんでしょうか。数があまりにも増えてですね、もう野放しと言ってい

いような増え方ですね、数字だけ見たらですね。その辺りをどう捉えてありますでし

ょうか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。  

 屋外広告物のこの条例は県条例でございます。その県条例が、ちょっと何年前か忘

れましたが、市町村のほうに移譲された事務でございまして、県条例に基づいたこと

を市町村が行っておりますので、その辺の条例の内容はもう少し精査いたしましてで

すね、今、議員がご指摘がありましたようなことが可能かどうかですね、検討してい

きたいと思っています。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書から補助金負担金についてお尋ねします。 

 決算書の１４２ページ、７款４項１目、１９節負担金補助及び交付金、一番上です。 

 県都市計画協会負担金、それと１４３,４ページ、７款４項２目、１９節、下のです

ね、城山開拓組合負担金、これ１８万ですが、両方とも１０万以上なんですが、都市

計画課については、資料のほうの１０万円以上の補助金負担金に全然上がっていない

ので、どうして上がっていないのか、お尋ねします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 １４２ページの県都市計画協会負担金ですけれど、福岡県内の市町村で構成されて

おります都市計画協会がございます。これの市町村によって均等割、人口割という形

で負担を求められるわけですけれど、こういう経費でございますので、義務的、経常

的な経費ということで、負担金はこれまで一覧表には載せてない状況でございまし

て、先ほど建設課でありました河川協会、道路協会、そのような類の協会でございま

すので、今後それをどう対応するか、整理して、来年度に向けて取り組みたいと思っ

ております。 

 それから先ほど言われました１４４ページの城山開拓組合の負担金１８万でござ

いますが、これは、多目的運動公園をつくるにあたり、そこの梨畑にありました水を、

受益者として筑前町も使用させていただきます。これも経常的な、使用料的な意味合

いをもつ負担金となっておりますので、そういうところで負担金一覧表には記載して
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ない状況でございます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 福祉課の説明を求めます。 

福祉課長 

 福祉課長  初めに平成２６年度福祉課の決算について、説明をさせていただきます。 

 最初は、決算書の９１ページから９４ページの３款１項１目社会福祉総務費でござ

います。 

 なお、金額は千円単位で説明をさせていただきます。 

 社会福祉総務費のうち福祉課の所管する支出額は、２節給料、３節職員手当、２８

節拠出金を除いた３６，５３４千円でございます。 

 主なものは、社会福祉委員報酬、健康福祉館の管理に要する各種委託費、社会福祉

協議会、保護司会、遺族会などへの各種団体補助金、負担金でございます。 

 なお、予備費充用の１９１千円につきましては、健康福祉館のエアコン内部の部品

破損により、緊急的に対応するために要したものでございます。 

 もう１つ、１９節の負担金補助及び交付金の不用額が５，５０２千円ほど出ており

ますけれども、これにつきましては、当初、社会福祉協議会のほうから職員１人を福

祉課のほうに派遣をしていたたくということになっておりましたけれども、人事の関

係で、それが取り消しというか、実施されませんでした。 

 そういうことで、本来であれば３月のときに減額補正をしなければならなかったも

のでございますけれども、ちょっとチェックミスと言いますか、確認不足で、このま

ま不用額として残っております。その金額が４，９１４千円でございます。今後この

ようなことがないように精査をいたします。 

 続きまして、決算書では９７ページから１０２ページになります。 

 ３款１項５目老人福祉費です。老人福祉費のうち福祉課の所管する支出済額は、２

節給料、３節職員手当、４節共済費、１９節の後期高齢者医療給付費、はり・きゅう・

マッサージ補助金、２３節の拠出金を除いた４３４，９９４千円でございます。 

 主なものは、介護保険広域連合朝倉支部の職員及び地域包括支援センターの専門職

の人件費、その他いきいきサロン、コスモスプラザ食堂運営、介護予防教室、コスモ

スプラザ敬老館管理、配食サービス、老人保護措置費等の事務事業委託に要した費用

でございます。  

 その他、介護保険広域連合に対し、連合規約に基づき負担しました介護認定や介護

給付に要する負担金、シルバー人材センターへの補助金、老人クラブに対する補助金

などでございます。 

 次に、決算書では、１０１ページから１０２ページになります。 

 ３款１項６目障害者福祉費です。障害者福祉費の支出済額は５２８，９７５千円で

ございます。 

 主なものは、障害者支援区分認定調査や障害者システム運用管理に要した委託料、

地域活動支援センター機能強化補助金、障害者の自立支援・相談支援事業の社協への

補助金、扶助費の自立支援給付費、日常生活用具給付費、補装具給付費、更生医療、

育成医療等の給付費でございます。 

 なお、２３節の償還金利子及び割引料の４７，２８７千円の支出は、平成２５年度

の自立支援給付費、更生医療給付費等の国・県補助金の精算額確定による返還金でご

ざいます。 

 額が多くなっておりますけれども、事業の性質上年度末まで十分な予算を確保して

おく必要があるため、国・県の補助金の受け入れも多くなってしまっております。 

 その理由としましては、心臓等の手術の場合、１回６００万円を超えることもござ

いますし、人工関節の手術の場合、１回３００万円等になることもございまして、年
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度末までに支出に備えて、十分予算を確保しておかなければならないということが理

由でございます。 

 次に、決算書では１０３ページから１０６ページになります。 

 ３款１項９目めくばり館費です。支出済額は１０，９６３千円です。 

 主なものは、施設の修繕や燃料費、建物の警備委託や設備の保守点検、消防設備や

電気機器類の保守点検、シルバー人材センターに支払った管理委託料などです。 

 なお、予備費１００千円の充用につきましては、めくばり館風呂の温度調節ヒータ

ーの交換を緊急に行う必要があったため充用したものでございます。 

 次に、決算書の１０５ページから１０６ページ、３款１項１０目そったく基金事業

費です。支出済額は８，１１３千円です。 

 主な支出は、在宅介護者のリフレッシュ事業の委託費、そったくタクシー券の利用

に対する支払いでございます。 

 次に、ページは同じく１０５ページから１０６ページ、３款１項１１目臨時福祉給

付金でございます。支出済額は６９，４０１千円でございます。 

 これは、消費税の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い方に対して制度

的な対応を行うまでの間、暫定的、臨時的な措置として、平成２６年４月から２７年

９月までの１年半分の期間分の給付金を交付したものです。 

 国の要綱を参考に、当初３カ月の受け付けを受付期間としていましたが、これを３

カ月延長して受け付けを行いました。対象と思われる方には、６月下旬に申請書を郵

送し、さらに９月には未申請者にはがきで通知、さらに１１月からは７０歳以上の方

に申請書の再発送を行い、対応をいたしました。 

 結果は、交付者数４，５７０人、給付額総額は５８，７６５千円となっております。 

 以上が、平成２６年決算の概要でございます。 

 続いて、決算に係る主要施策の成果及び将来の課題の説明をいたします。 

 別冊資料１２０ページをお開きください。 

 初めに生活福祉係所管分です。各事業項目のところから説明をさせていただきま

す。 

 障害者自立支援医療事業につきましては、更生医療、育成医療、精神通院の３事業

を実施いたしました。それぞれの事業の具体的措置、成果等は記載のとおりでござい

ます。 

 ２行目の障害者自立支援給付事業の身体障害者（児）の補装具につきましては、装

具により身体機能を補い、日常生活向上や仕事などの能率向上等を図ることを目的と

して、車椅子、上下肢装具、補聴器などを給付したもので、措置、成果等は記載のと

おりでございます。 

 次に３行目の障害者自立支援給付事業のうち介護給付訓練等給付障害児通所給付

等につきましては、具体的措置に記載しているとおり、介護給付は、居宅介護や療養

介護、生活介護と２，３８０件、訓練等給付につきましては、自立訓練、就労支援、

計画相談等合わせて１，６２１件、障害児通所給付等につきましては、児童計画相談、

児童デイサービス等合わせて４０３件、合計４，４０４件の給付決定を行い、障害の

ある人の日常生活の向上と自立を支えるための対応を図りました。 

 次に、１２１ページをお開きください。 

 一番上段の障害者自立支援給付事業の地域生活支援事業につきましては、障害のあ

る人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むこと

ができるようニーズ等を踏まえて実施した事業でございます。 

 措置、成果等については記載のとおりでございます。 

 次の福祉タクシー料金助成事業につきましては、外出支援、社会参加支援として、

月４枚を基準にタクシー初乗り料金の補助を実施したものでございます。 
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 最後の行の民生委員児童委員協議会事務及び支援活動業務につきましては、施策、

成果等は記載のとおりでございますけれども、課題としましては、最近民生委員活動

の広まりや期待感の高まりなどにより、事務局の体制もさらに強化しなければならな

いという状況が出てきているということでございます。 

 次の１２２ページからは、高齢者福祉係所管の事業です。 

 １行目の福岡県介護保険広域連合事業につきましては、３３市町村８支部で構成す

る広域連合に加入し、連合規約により、本部と町分担の中で、町は介護認定申請の受

け付け、介護予防事業、任意事業の実施、地域包括支援センターの運営等を町で行っ

ております。 

 次のいきいきサロン事業につきましては、民生委員さん、区長さん、老人クラブ等

の理解と支援により、記載のとおりの実績、措置内容となっています。事業について

は、継続し推進いたします。 

 次の社会福祉協議会助成事業につきましては、社会福祉協議会補助要綱に基づき、

職員人件費と事務費の一部を助成いたしました。 

 在宅介護支援センター運営業務につきましては、具体的措置の記載のとおり、年間

で在宅訪問や電話等による相談受理合わせて５，４８３件の対応を行い、在宅福祉の

充実を図りました。 

 敬老館運営事業につきましては、コスモスプラザ敬老館のことでございまして、施

策の内容等につきましては、記載のとおりでございます。 

 次の配食サービス事業につきましても、施策の方向や具体的措置等は記載のとおり

でございますけれども、今後は民間サービスの活用支援等の検討も必要と考えており

ます。 

 次に１２３ページ、１行目から３行目の老人クラブ助成事業とコスモスプラザ食堂

運営、老人保護措置費につきましては、資料でご確認をいただきたいと思います。 

 次の、介護一時予防事業につきましては、要介護になることの予防や進行防止をす

るために、介護予防教室、脳トレ教室等を実施したものでございます。 

 次の、筑前町シルバー人材センター運営事業につきましては、高齢者の簡易な就労

の場の提供や生きがいづくり等、社会的な機能に対し、健全かつ適正な確保を支援す

る目的で補助金を交付したものでございます。 

 次のめくばり館運営事業につきましては、記載のとおりでございますが、最近特に

建物や設備等の修理、交換が多く発生するようになりまして、通常の管理費にプラス

した費用が発生するようになっています。 

 次の１２４ページの介護２次予防事業につきましては、一時予防の方よりもより介

護予防対策が必要な方を対象に行った事業でございます。 

 次のひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク推進補助事業につきましては、地域

における見守りの初期体制構築等を図っていただくことを目的として、区単位で補助

金を交付したものでございます。 

 次の、高齢者等見守り生活支援システム事業と福祉サービス券交付事業につきまし

ては、記載内容のとおりで、確認をお願いいたします。 

 次に、１２５ページの地域包括支援係所管の事業でございます。 

 地域包括的支援事業につきましては、高齢者の在宅生活の維持や権利擁護と日常の

生活を総合的に支援する事業でございます。 

 具体的措置としましては、➀の介護予防ケアマネジメントから④の包括的、継続的

ケアマネジメント支援事業、合わせて７８５件の対応を行いました。 

 この事業の課題としましては、困難事例が増え、１つの案件に多くの日時を要する

ことや金銭的複雑な問題が絡んで、次の段階に進めないなど、ケースが非常に多くな

っているということでございます。 
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 次の指定介護予防支援事業は、介護度が要支援段階の人に対し、適切なサービスを

利用することで在宅生活を継続できるように、ケアプランを作成したり、民間事業者

のケアプランをチェック、あるいは連絡調整を行ったものでございます。 

 以上が、福祉課の主要施策の成果等の説明でございますけれども、将来の課題等に

つきましては、一部を除いて説明を省略させていただきました。事業ごとの課題もあ

りますが、障害者、高齢者施策については、それぞれに共通した課題も多く出てきて

おります。 

 障害者福祉施策につきましては平成１８年度の自立支援法施行当初から平成２４

年度の総合支援法に名称が変更されるなど改正の経過の中で、市町村対応の事業も増

えまして、現在、事業種類は約４０と多く、事務量も増え制度も複雑で分かりにくく

なり、対応にはより専門的な知識を必要として、対象者に対する相談体制の整備等の

サポートが一層重要な状況になってきております。 

 高齢者福祉施策につきましては、高齢者の人口増と独居世帯の増、それに家族内支

援力が全体的に弱まってきているという現実があります。今年３月末と１０年前を比

較いたしますと、総人口は約２６０人の増加でございますが、６５歳以上の人口は２

千人近く増えいます。また、今年６月１日時点の、在宅で６５歳以上の独居世帯は約

１千世帯で、約１０世帯に１世帯は独居世帯、夫婦等高齢者のみの世帯も約１千世帯

を超えておりまして、これを合わせると、全体の約２０％が高齢者独居もしくは高齢

者だけの世帯になっております。 

 独居等高齢者世帯の増加に比例しまして、日常の生活や介護などに対する相談や支

援を必要とする方が増えていて、在宅介護支援センター、包括支援センターでの相談

受理や訪問件数を合わせると６千件を越えまして、早期対応には努めていますけれど

も、今困っているという緊急性のある事案も多く、対応には苦慮をするケースも非常

に増えております。障害者と行為者の福祉は、サービス内容の対応と充実の反面、手

続きの複雑化や対応案件の増加、解決に困難を伴うケースの増加など、適切なサービ

スの提供や案件終結に導くための人材の安定的な確保など、多くの問題が生まれてき

ております。 

 また、家族や親族等に解決のキーマンとなるべき方が少なくなっているということ

もあります。現状を踏まえまして、先を見据えた対策が必要という認識は十分もって

おりますけれども、今申し上げましたような状況で、課題も多く、まず直面している

案件の解決に向けた対応を優先しなければならない現状であるということを申し上

げまして、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

川上委員 

 川上委員  成果と課題の１２１ページでございますが、福祉タクシー料金助成事業につきまし

て、お尋ねをいたします。 

 これは、在宅身体障害者、１級、２級ですかね、の方々を対象として、タクシーの

初乗り料金の助成ということですか、２６年度が１１４名の交付者で１，７０６千円

をですね、支払っておられるようですが。 

 まず、この１級、２級の身体障害者の方、この方交付者は１１４名ですが、利用率

と言いますか、どのくらいの方が利用されておられるか、まずお尋ねをします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  身体障害者手帳を所有してある方は１，４００人以上いらっしゃいます。その中で、

特別障害１級、２級とかとういふうに絞っておりますけれども、その対象の方につき

ましてはですね、タクシーになかなか乗れないような方もいらっしゃいまして、厳密

に今対象者が何人ということは、把握できないというのが現状でございます。 
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 ただ、この利用した交付に対する使用率はですね、５３．２％というふうになって

おります。以上です。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  本当に交通弱者でありますこの身体障害者の方、本当に必要と思います。また、そ

れに加えてですね、課長から言われました６５歳以上の独居老人の方、それから夫婦

だけの方、２０％ということで、たいへんな世帯数になってきています。 

 私が思いますにはですね、やはりこれを私はまだ、ただ町単事業ですから財政的に

厳しいことも書いてありますが、これはですね、やはりまだ私は対象者を手厚く、ま

た幅広くしたほうがいいんじゃないかというふうな気持ちを持っております。 

 と申しますのが、今申しましたように、１人暮らしとか２人暮らしのですね、高齢

者と言いますか、７０歳、７５歳以上の方とか、それからもう１つの考えは、やはり

もう高齢者の方で免許証を返納されて、何と言いますか、公共交通しか利用できない

というような方々が、増えてきておるわけでございまして、そういう方々まで、やは

り私はこれは広く見て行っていいんじゃないかなと。 

 ２６年度で終わりました福祉サービス券、９６０万ぐらいの計画されておったの

が、７２０万ぐらい使用されております。 

 ですから、これを使ったらという考えもあるわけですが、私は、それはそれとして、

大事なことは町単独事業でも私はいいと思いますが、そのような、もう少し交通弱者

の方にですね、幅広く利用していただきたいなと、それを提案させていただきたいな

と思いますし、今申しましたように、私は、これは町単独でもいいと思っております。

何か考えがありましたら所見をお願いいたします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お答えいたします。 

 高齢者等の外出支援につきましては、昨年も議会等で、あるいはデマンドタクシー

の問題とかですね、そったくタクシー券の問題とか、いろいろ議論をさせていただき

ました。 

 福祉的に考えれば、もちろん高齢者の外出される目的は病院であったり、買い物で

あったり、あるいは大事な選挙であったり、いろいろ多様でございますが、また、そ

の支援を受けられる場合の世帯によって、非常に差があるように思っております。ご

家族が乗せて行かれる方もいらっしゃれば、もう本当に一人暮らしで、自分で動くし

かない、そのような方に対して福祉的な事業でやるべきなのか、公共交通の充実の中

でですね、誰もが必要な時に、いつでも乗れるというような体制を引くのか、この辺

については十分検討をさせていただきたいと思います。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  確かにですね、公共交通機関が、福祉バス等が、地元集落にはいくつも駅がありま

すから、それを利用されることも、私は当然していただきたいということは願ってお

ります。 

 しかしもう、それが常に、課長言われますように、常にそれが動いていて利用でき

ればいいんですが、行きはいいけど、帰りは時間がないとかバスがないとかいうこと

を調べてみますとあります。ですから、そのときは行きは使っても帰りはタクシーを

使うとかいうふうなことをされている方はたくさんおられます。 

 ですから、そういうことを考えての、私は提案なんですが、やはり地元の方の共助

ということもですね、確かに大事です。またそれをしてある方もおられます。本当に

奥さん同士でから、仲がいい方たちは病院まで送って行ってということも、私たちは

見ております。 

 ですけど、常にそれができるかというと無理でございまして、また、今申しました
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ように、もう免許証を返してですね、本当に一人暮らしまた２人暮らしの方は、そう

いうことが切々と、私たち見て分かるわけですから、そこら辺をぜひ今後の課題とし

て、ぜひもう福祉タクシー券は終わりましたので、ぜひこれを活用しながらですね、

ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。 

 町長、いかがでしょうか、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思いますが。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさにですね、高者社会にまず何がなってくるかというと、やっぱり公共交通の話

なんですね。今はガラガラだ、ちくちゃんバスはいろいろ意見をいただいております

けれども、１０年後はまさにあれが主役になってくると。 

 その前にどういったスタイルが一番いいのかということをですね、しっかり今のう

ちに固めなければならないと、強い思いでもあります。 

 それとタクシーとの併用をですね、これは今後本当に、予算が限られておりますの

で、どこをスクラップしていくのかと。 

 ただ、間違いなく我々も価値観を変えなければいけないのは、そういった高齢社会

に対して、そういったソフトのお金というのをですね、税金でどのように使っていく

のかと。ならばどこをスクラップするのかということを考えていかなければならない

時代が来たんだなと思っているところです。 

 そういったところで、国のほうもかなりですね、こういった方面に手厚く交付税措

置等もなされてくることになろうかと見ております。また、補助事業もあろうかと思

っております。 

 そういったことも見極めながら、やっぱり考えていかなければならないと、研究し

ていかなければならないと思ってます。 

 今、公共交通のほうでですね、デマンドということが、非常に私も救世主のように

マスコミ等で捉えられましてですね、八女等にも見に行きましたけれども、やっぱり

デマンドよりもさらに一歩進んだのが、今うちのスタイルだということを、今は確信

しております。 

 ですから今の交通体系をですね、ぜひともさらに充実させながら、今言ったことと

どう組み合わせて行くのか、研究が必要だろうと思っております。 

 お金は限られておりますので、どうやって行くのか。皆さん方も同じでしょうけれ

ども、敬老会なんかに呼ばれますとですね、本当に感謝されるんですね。本当に感謝

されます。公共バスもですね、タクシーについては惜しかったという話も確かに聞き

ます。 

 そういったところも十分研究しながら、進めていかなければならないと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書の９９、１００ページ、３款１項５目、１９節の負担金補助及び交付金、下

から５番目の老人クラブ連合会補助金４，０７８，３９０円とありますが、資料の１

５７ページから１５８ページにかけて、３款１項５目の老人クラブ連合会への補助金

は合計しても１，１９０，８９０円にしかならないんですが、これの整合性をお尋ね

します。 

 それと資料の中の１２２ページ、高齢者福祉係、いきいきサロン事業ですね、実施

行政区が３４行政区ということで、残りの１７行政区、それと１２４ページ、高齢者

福祉、２番目の見守りネットワーク、４６行政区に補助金を交付して、それぞれやら

れているんですが、見守りネット行政区、いきいきサロン１７行政区への未実施のと

ころの対応と、何がネックになっているか、お尋ねをいたします。 
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 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  最初の老人クラブ補助金の整合性の件でございますが、表に上げているのは１０万

以上ということですが、単位クラブについてはですね、老人クラブの会員数×１１０

円ということで、補助金を出しておりまして、１０万未満のものがたくさんございま

す。節の合計と補助金一覧のとこが、そこで都合が合わないということでございます。 

 次の、いきいきサロンの行政区、３４行政区ということで、もっと増やさなければ

ということだと思いますが。 

 例えば三並校区あたりにつきましては、こういうサロンを実施する必要もなく、も

う常に隣近所の調和なり連携が取れているということでございまして、そういうとこ

ろにあえてですね、こういうものをもっていかなくてもいいと。 

 もちろん要請等、協力等があればですね、福祉課としては実施したいと思いますけ

ど、そのような状況です。 

 次のですね、見守りにつきましても、同じような事情でですね、町でやっておりま

すけれども、そんなに必要でないとこについてまでですね、強く進めようというつも

りはございません。以上です。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 １２４ページでございます。 

 一番下から２番目でございますけども、高齢者等の見守り、生活支援システム事業

とうことでございます。 

 通報装置が５６台貸与ということでございます。この活用、使われてある状況はど

うなのかなということで、これは、コールセンターが甘木朝倉消防本部ということに

なっておりますけども、本庁のこの５６台貸与の方たちからですね、２６年度、通報

等が何件ほど入っているものなのかということで、お尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  トータルで申し上げますとですね、３，１４３件の件数に上がります。通報といた

しましては。 

 ただその中にはですね、対応を要しないものとかですね、実際対応したものは８０

９件ありますけれども、誤操作ですね、思わず高齢者の方ですので、誤ってボタンを

押したとか、そういうものも含まれます。 

 そういうことで、相当のですね、発報があっておるということです。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  そういった通報は３，１４３件ということで、ものすごく多いわけでございますけ

ども、実質的に言えば、その通報によって、本当にですね、そういった出動等での救

助支援とか、そういったことが必要であったという方も何名の方ぐらいおられたかと

いうことは、お分かりになられましたらと思いますけれども。 

 それとですね、またこういった警報、通報装置が今後もまた必要になっていかれる

方というなのはですね、年々変わっていくと思うんですよね。要らなくなる方、また

必要になる方と。この辺りはどういうふうにして、通報措置を対応いただきたいとか

いう方については、どういうふうになされてあるものでしょうか。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  発報の内容にもいろいろございますけれども、対応した件数は先ほど申しましたよ

うに、８０９件でございます。 

 今後必要になられる方に、どのような対応をするかということでございますが、必

要とする方については、町の基準を決めておりまして、いろんな家族の支援があるの

かとか、ないのかとか、本人がその機械を操作できるだけの態勢があるのかとか、そ
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ういう総合的な調整会議というのにかけましてですね、１件ずつ精査した上で、設置

する設置しないという判断をするようになっております。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 １２４ページ、２段目のひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク推進補助事業で

ございます。 

 これについてですね、課題に補助金をきっかけとした取り組みから、地域の自主的

な体制整備への転換ということで書いてあります。 

 これは、各区のですね、このひとり暮らしの見守りですね、これを見よったらです

ね、なんか温度差が区によってあるみたいでですね、まだ転換する時期ではないので

はないかと思うんですが、これはちょっと補助金がなくなってしまうのかどうか分か

りませんが、前のほうの項の民生委員さんの課題のほうからも、ちょっと今年ですね、

外れております。 

 この辺りはどう捉えてですね、どういった方向でこれからやられるかですね、お尋

ねいたします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  このひとり暮らし見守りの補助金につきましては、当初３年ということで補助をす

ると言いながら、最終的にはまた区長さん等の要望があり、５年に延長して、５年で

終わろうというふうな判断をしていたわけでございますけれども、いやもっと構築を

したいという区もありまして、じゃあ今までと違った、他の地区のモデルになるよう

なとか、先進的な取り組みをされるところについては、さらに補助金を延長しましょ

うということで、対応しております。 

 そもそもですね、区よっていろんな状況が違いますので、普通補助金ですと、こう

しなければならないとか、そういう条件を付けての補助金でございますけれども、こ

の見守りについてはですね、もうまったく細かい条件を付けないままですね、会議を

開いた費用でもいいし、物を買った費用でもいいし、そういうことでやってきた経緯

がございます。 

 しかしながら、今、議員がおっしゃったように、地域によって温度差があるし、区

長さんによってはもうやめてもいいんじゃないかと。しかし一方ではもっともっと継

続する必要があると。そういう意見がいろいろ錯綜しましたので、今年度からですね、

５年を経過した区についても先ほど申しましたように、斬新的な取り組み等をしてい

ただくところにはですね、補助金を延長するということで対応を図っているところで

す。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  補助金ありきの取り組みじゃなくてですね、やっぱりそういうふうな共助の部分で

ですね、みんなで守っていこうという意識をですね、ぜひ広めていくようにですね、

進めていただきたいと思います。 

 それと１２３ページでございます。 

 筑前町シルバー人材センター運営事業でございますが、これは、担当課のほうがで

すね、どこまでセンターのこの業務にですね、掌握してあるか分かりませんが。 

 課題のところにですね、業務を増やし収支の安定と財政基盤の強化を図るための対

策ということをですね、課題として上げられてありますので質問いたしますけども。 

 やはり独立採算性ですか、それを求めるというのが、この人材センターのですね、

ひとつのテーマだとは思いますが、議会との意見交換会でですね、シルバー人材セン

ターにお願いしたけど、ちょっと断られたとか、業務をなんかお願いしたことをです

ね。 
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 それとか、例えば財政課のほうで、質問でもありましたけれども、バスの運転手さ

んの確保が難しいとかですね、やっぱり需要と供給のバランスが健全な運営に繋がる

と思いますが、その辺りはどう考えてありますでしょうか。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  シルバー人材センターにつきましては、高齢者等の雇用の安定に関する法律に基づ

きましてですね、市町村はその運用を支援しなければならないということで、国、県、

町と一体となった補助金でですね、経営の安定化とか、先ほど申しましたように、高

齢者の能力活用の場として、いろいろ活動していただいているわけでございますけど

も、独立した法人でございまして、補助金は出しておりますけれども、理事会議決と

いうようなことで運営は行われておりますので、なかなか補助金を出すからといっ

て、細々したですね、指示とか口添えというのはできない状況でございます。 

 ただ、シルバーもですね、やはりこのままではいけないということで、焼き芋の販

売ですね、今年度は町内に田んぼを借りて、芋を栽培して、そしてみなみの里で焼き

芋を販売するとか、あるいはしめ縄を作って販売するとか、そういう努力の上で経営

の改善を図ってあります。 

 大体一月に支出する１．５倍ぐらいを財源として常時持っておかねばならないとい

うですね、シルバーの基本的な運営基礎がありますので、それの目標に向かって努力

をしてあります。また、人も減らしてありますし、事務所も統合してですね、経費節

減にも努めてありますので、役場としては側面的に支援をしていきたいなというふう

に考えております。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  最後にもう１点お尋ねいたします。 

 この資料と申しますか、全部含まれておりますけども、一番今回報告で大事と思っ

たのがですね、報告をされた後のまとめ、課長のですね。ほんと切実な訴えだと捉え

ております。 

 この現状がですね、私、町長、答弁いただきたいんですが、私も福祉課にですね、

地域住民の方からいろいろ頼まれて、いろいろ行ってお話するんですけれども、ほん

と一生懸命がんばってあります。高い能力のですね、こういうふうな職員ですね、皆

さんでがんばってありますけども、先ほども言われましたように、ほんと６千件もの

ですね、処理をされてあるとか、また、障害者総合支援法ですか、これも見直し規定

があったりですね、それでまた来年度からドンとまた、町の事務がですね、増えるだ

ろうと思います。 

 やっぱりこんな中でですね、じゃあ社会的な背景が、やっぱり１人暮らしが多く、

２人暮らしが多くなって、家族のサポートというのがですね、この脆弱化、これもほ

んと大きなマイナス要素でですね、それが全部、そしてやっぱり在宅介護という部分

で、ほんとがんばってもらっているんですね、今、住民の皆さんには。 

 それでなおかつ共助の部分、先ほど申し上げました１人暮らしの見守りネットワー

クですね、その部分でも、共助の部分でも一生懸命がんばっているんですね。 

 しかしやっぱり、この公助の部分の、やっぱり繋いでくる、あまりにも今複雑でで

すね、私たち窓口に行っても、うーんとか考えることがいっぱいあるんですよ。やっ

ぱりそこはスペシャリストの窓口の方がたくさんいてくれて、対応していただかんと

ですね、どうしようもない部分だと思うんです。 

 これがずっとこれ見てたんですが、ほんとここの課、ここの課もかということをで

すね、これは、職員がおったら、これは解決できるのになっていうようなですね、課

題がいっぱい出てきております。 

 町もですね、一生懸命職員を減らされてがんばっていただいておる。それは重々分
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かるんですが、今一度ですね、この担当窓口をですね、精査していただいてですね、

職員の確保なりをですね、前向きにご検討いただきたいと思うんですが。 

 その辺りをすみません、町長申し訳ありません。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさにですね、１０年前の予算と今の予算を比較しますと、総額的にはそう変わっ

ておりませんけど、内容が全く、予算構成が変わってきております。 

 もとは建設事業は圧倒的に多かったんです。今は福祉事業が多くなっていますし、

職員もそれだけ多くなっております。 

 合併してほとんどの課は少なくなったんですけども、福祉課と健康課だけが増なん

ですね。それはともに分かるわけでございまして、こども課なんかも新設いたしまし

た。社会の状況に合わせて、職員も配置換えをやっておりますし、増減をやっており

ます。福祉関係は特にですね、複雑です。私どもの１０年前とほとんどかなり変わり

ました。 

 そして、さらにまた介護の問題、在宅介護の問題、大きくクローズアップされてお

りますし、財源を見ていただければ分かりますように、すごいお金がですね、今、福

祉関係予算として支出されております。 

 その分だけ事務量も多いわけでございまして、十分その辺はですね、現場を見なが

ら、また課長等との相談をしながら、人事担当とも話しながらやっていきたいと。 

 ただ、いかんせん３万の町の職員の総数はですね、様々に比較されながら一定レベ

ルがございます。そういった中で、どう共助と言いながらも、なかなか言われるよう

に、困難な部分がありますので、どうやり繰りしていくのか、どこの予算を抑えるの

か、そういったところも考えながらやっていきたいと思っております。 

 ただ、高齢者対策も非常に大事でありますけども、子育て支援もこれまた重要でご

ざいます。これをどう両立させていけるのかということで、しっかり皆様方と一緒に

知恵を出し合っていきたいと思います。十分受け止めております。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 休  憩   

 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 ３時４５分、再開いたします。 

 （１５：３６） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１５：４５） 

 委 員 長  生涯学習課の説明を求めます。 

生涯学習課長 

生涯学習課長  それでは、生涯学習課の決算について、ご説明させていただきます。 

 決算書１８１ページをお開きください。 

 ９款教育費、８項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。 

 支出総額は１０１，５７４千円で、職員給与、嘱託職員、社会教育指導員等の人件

費、それから成人式の経費及びＰＴＡ、青少年育成町民会議などの補助金が主な支出

でございます。 

 続きまして、１８３ページ、２目めくばーる学習館費でございます。 

 めくばーる学習館、町民ホールの維持管理費用が主なものでございます。 

 支出総額は３６，０５１千円で、めくばーる全体の電気代、上下水道の使用料、施

設管理及び保守点検等の委託料などでございます。 
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 需用費の修繕費４，２１２千円につきましては、町民ホール、学習館自動ドアの修

理、雨漏りの修理、エレベーターの修理やめくばーる敷地内の案内看板の張替えなど

でございます。 

 続きまして、決算書の１８５ページでございます。 

 公民館費でございます。支出総額７，５４７千円でございます。 

 高齢者学級、公民館講座の講師謝金、青少年事業や自治公民館施設整備や活動支援

のための補助金でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金では、坂根区それから安野区へ自治公民館等コミュニ

ティ施設整備補助金として２，７１２千円交付をしております。 

 ４目公民館支館費でございますけども、こちらは４，０４６千円でございます。公

民館支館、コスモス公民館の維持管理費用が主なものでございます。 

 備品購入７０２千円につきましては、コスモスプラザふれあいホールのプロジェク

ターの買い替え費用でございます。 

 続きまして、５目のコスモス図書館費でございます。支出総額は３６，２７７千円

で、１１節消耗品では、図書館雑誌、新聞購入等でございます。  

委託料では、図書館運営業務委託料２３，９９５千円を支出しております。 

 ＴＲＣ、これは図書館流通センターでございますけれども、マーク委託料９９８千

円につきましては、新刊情報と新刊購入の手続き及びその書籍のデータベース化を行

うシステムの管理業務でございます。 

 ８節備品購入費では、図書館資料購入費、書籍でございますけども、６，５０３千

円。それからＡＶコーナーのテレビ８４千円を支出をさせていただいております。 

 ６目めくばーる図書館費では、支出総額３６，５５５千円でございますけども、支

出内容につきましては、コスモス図書館とほぼ同様になっているところでございま

す。 

 続きまして、１８９ページでございます。 

 ７目人権・同和教育推進費でございます。 

 平成２７年度から人権・同和教育推進に係りましては、人権・同和対策室のほうに

事務は移管をされておりますけれども、２６年度の決算、それから成果と課題につき

ましては、生涯学習課のほうでご提案をさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

 まず、決算のほうでございますけれども、支出総額は１０，９４７千円でございま

す。筑前町人権・同和教育推進協議会それから人権フェスタ、人権セミナー、解放子

供会等の謝金、それから朝倉地区同推連負担金などでございます。 

 続いて、１９１ページでございます。 

 ８目文化振興費は、支出総額１７，９２２千円でございます。 

 講演会、演奏会等の自主文化事業や文化団体でございます文化協会への補助、めく

ばーる町民ホール、コスモスプラザふれあいホールの舞台、吊り物、それから照明、

音響などの保守点検と、それからステージのオペレーター業務が主な費用となってい

るところでございます。 

 それから少し飛びますけれども、１９７ページになります。 

 １０項保健体育費、１目保健体育総務費でございます。支出総額は７，３７８千円

でございます。 

 各種スポーツ大会、指導者研修会、スポーツ推進審議等の経費や体育協会、スポー

ツ少年団などへの補助が主なものでございます。 

 委託料のスポーツフェスタ事業委託料につきましては、ソフトボール大会、ビーチ

ボールバレー大会、うぐいすマラソン大会等々につきまして、体育協会の各部に委託

をしておりますので、その委託料でございます。 
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 全国規模大会出場助成金につきましては、剣道、レスリング、柔道、ソフトテニス、

卓球、少林寺拳法など、１０の団体、個人に今回助成をさせていただいているところ

でございます。 

 続きまして、２目体育施設費でございます。支出総額２７，６６８千円でございま

す。 

 社会体育施設の維持管理及び学校施設開放による夜間照明等の光熱水費等が主な

支出でございます。 

 １１節需用費、修繕料では２，２８１千円支出をさせていただいておりまして、農

業者トレーニングセンターの汚水管の復旧工事、町民プールの底面やポンプ修理など

が主なものでございます。 

 １３節委託料では、体育施設管理委託料として、９，１２７千円支出しております

けれども、主なものとしては、農業者トレーニングセンターでの管理業務３，９８１

千円、三輪小学校での三輪地区の体育施設の管理業務３，４７６千円などでございま

す。 

 １４節使用料では、農業者トレーニングセンター用地借上料といたしまして３，３

５０千円を支出をしているところでございます。 

 以上が、決算の概要でございます。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について、ご説明をいたします。 

 資料の１２６ページをお願いいたします。 

 生涯学習社会の実現を目指す社会教育の推進という項目です。 

 社会教育委員会の活動において、通学合宿の実行委員や１０月に開催をいたしまし

た子どもの集いにおいて、筑前町子どもの約束のＰＲに努めていただいております。 

 筑前町ボランティア講師派遣事業では、２０名のボランティアを講師として派遣を

させていただいているところでございます。 

 １２７ページをお願いいたします。 

 明るくたくましい青少年の育成では、町内４校の小学生が参加しました６年生交流

会を８月に実施をしました。 

 こども会議、通学合宿、筑前町探検隊・貢献隊事業では、子どもたちの社会性、規

範意識の向上を念頭に活動を展開してきておるところでございます。 

 通学合宿につきましては、地域主催の推進を行ってまいりましたけれども、町内１

カ所のみの開催になっておるところでございますので、この部分については、次年度

よりの課題となっているところでございます。 

 １２９ページをお願いいたします。 

 筑前町青少年育成町民会議の活動でございます。６個の部会に分かれ、それぞれの

部会の持ち味を生かしながら、活発な活動をしていただいておるところでございま

す。 

 １０月に開催した子どもの集いについては、各団体名の発表などを通じて交流を図

ることもできました。詳細については、資料のほうをご参照いただきたいというふう

に思っております。 

 それから、資料１３０ページをお願いいたします。 

 いつでもどこでも学べる成人教育の推進ということで、出前講座の開催についてで

ございますけれども、２６年度については、１１８回開催をさせていただいておりま

す。さらに活用していただけるよう、ＰＲと内容の充実を関係機関とも連携をしなが

らですね、取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 

 それから、１３１ページをお願いいたします。 

 公民館主催の成人講座でございます。 

 成人講座を９講座開催をしております。詳細については、１３１ページから１３２
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ページ、１３３ページについて記載をしておりますので、ご確認をいただきたいとい

うふうに思っておりますけれども、最後の２講座につきましては、応募者が最少の人

数開催に満たなかったため開催をできなかった講座があったということが、課題とし

て捉えておりますし、今後も住民のニーズを把握をいたしながら、講座の充実を図っ

てまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、１３４ページでございます。 

 豊かな生活を支える生涯スポーツの推進でございます。 

 各種スポーツ大会を開催をしておりますけれども、パークゴルフ大会、ソフトボー

ル、ビーチボールバレー、うぐいすマラソンにつきましては、筑前町スポーツフェス

タという位置付けで、体育協会並びにその各部に運営を委託しながらですね、連携を

しながら実施に努めてきたところでございます。 

 それから、１３５ページでございます。 

 社会体育施設の整備、利用促進でございます。 

 施設については、老朽化も進んでいる部分もありますので、改修等を適宜行ってい

くことが必要となっております。 

 しかしながら、たくさんの方にですね、ご利用いただいているというふうに思って

おります。 

 それから、１３６ページでございます。 

 基本的人権が尊重される人権・同和教育の推進でございます。 

 啓発活動として、１２月に人権フェスタを開催をいたしました。約１，１５０人の

方々にご来場いただいておりますけれども、講演会等への参加が少ない状況があり、

これまでの反省も踏まえて、講演会を中心とした新しい形態での取り組みを、現在準

備をしているところでございます。 

 また、人権セミナーの開催、広報ちくぜんでの啓発記事の掲載も行ってまいりまし

た。まだまだ差別が存在をしている現状を踏まえ、解放子供会、解放学級にも取り組

んできているところでございます。 

 続きまして、１３８ページでございます。 

 豊かな情操と想像性を育む文化活動の推進でございます。 

 文化祭りを、文化協会主催にて開催をしているところでございます。また、ホール

の運営充実と利用促進につきましては、コンサートや講演会など文化事業を実施をし

ておりますけれども、１０個の事業で延べ２，８００人のご来場があったところでご

ざいます。 

今後も創意工夫しながら、幅広い年齢層に求められる事業を推進していきたいという

ふうに考えております。内容については、それぞれ一覧表をつけておりますので、ご

確認をいただきたいというふうに思っております。 

 続いて１４０ページでございます。 

 コミュニティづくりを目指した公民館活動の推進でございます。 

 自治公民館活動の推進を図るため、自治公民館施設、広場整備の助成ということで、

２つの自治公民館の補助を行っております。 

 また、花いっぱい活動、こども広場づくり、自治公民館と活動推進についても助成

を行っているところでございますけども、こども広場づくりについては、２６年につ

いては、応募がなかったということが、課題として上がってきているところでござい

ます。 

 続いて１４１ページでございます。 

 図書館の状況です。 

 ２館ございまして、サービスの充実、資料の整備と充実、利用促進を柱に取り組み

を行ってまいりました。具体的なイベントも数多くさせていただいておりまして、布
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絵本講座や読書リーダー育成講座、お話会などを実施をさせていただいております。 

 それから、団体の貸し出しも１万冊を超えている状況でございますし、図書館それ

ぞれの貸し出し冊数や貸し出し人数も、資料の中で記載をさせていただいているとこ

ろでございます。  

 予約やリクエストの活用、それからレファレンスにも積極的に対応して、利用の促

進に図ってきたところでございます。 

 以上、決算並びに主要施策の報告を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

木村委員 

 木村委員  資料の１３４ページでございます。 

 ただ今資料のほうでですね、報告いただきました。これは全体についてもなんです

が、５５項目ですね、これ数えたらあるんですが、その内の４４項目が、もう前年度

と全く同じ文言の課題ということでですね、実に８０％ですね。これはちょっといか

がなもんかなと思うわけですが。 

 やっぱり継続して取り組んでいく必要性があるとですね、やっぱり捉えてあるんで

あれば、それはそれでいいと思うんですが、その中で１３４ページでですね、豊かな

生活を支える生涯スポーツの推進ですね、この部分についてですね、ちょっと５年間

ぐらい調べてみたんですが、どの大会においても、やっぱり減ってるんですね、参加

者がですね。 

 これは、参加人数を上げるために開催しているというわけではないと思いますが、

やはり多ければ、やっぱりそれだけ盛り上がりがあるということでですね、やっぱり

この大会の目的に沿うんではないかなと思います。 

 それなのにこの課題の部分ではですね、これも２３年から変わっていません。 

 酷暑の部分が猛暑に変わったとか、数字が変わったとか、その程度の、もう２３年

からずっと一緒なんですね。 

 で、やっぱ今言いましたように、数字は下がっておると。参加者がですね。これは、

どうここら辺りを考えてあるか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 ご指摘の部分については、真摯に受け止めたいというふうに思っております。 

 多くの関係団体や関係者の方たちの協力をいただきながら、こういった取り組みを

やらせていただいているところでございますし、それぞれの総括もさせていただいて

いるところでございます。 

 議員言われましたように、５年間というところまでは、私もちょっと把握をしてお

りませんでしたけども、そういったところまできちっとですね、数字を把握をしなが

ら、今後のですね、事業展開に反映をさせていきたいというふうに思っておりますの

で、今後の取り組みの部分につきましては、その総括とご指摘を受けた件を踏まえて

対応してまいりたいというふうに思っております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料の１２７、１２８ページです。 

 明るくたくましい青少年の育成の中の子ども会議なんですが、これは三輪校区だけ

ということで、その下の筑前町探検隊が夜須校区、夜須中学校区の子どもたちなんで

すが、これ両方で開催するということはできないのかを、１点お尋ねします。 

 それと１３０ページです。 

 高齢者学級、一番下の高齢者学級ですね。三輪地区では新生学級、夜須地区ではし

あわせ学級が行われていますが、しあわせ学級と新生学級の内容の違いはあるのか、
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また、今後も別々に開催していくのか、お尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 三輪地区で開催をしております子ども会議、それから夜須地区のほうで開催をして

おります社会力育成事業に係ります探検隊・貢献隊につきましては、現状では、運営

的にですね、それぞれの地区でやっていくのが、一番円滑に進むということで、この

やり方をさせていただいております。 

 両方でやるという方向もですね、検討していく必要があるかもしれませんけれど

も、それぞれの地域的な子どもたちの集合の関係だとか、それから人数の関係、運営

的に考えますと、２つに分けさせていただいているところでございます。 

 それから、新生学級としあわせ学級については、メニューにつきましては、それぞ

れの運営委員会の中で決められております。 

 主なものとしては、やっぱり座学としてですね、講演会が半分以上行われておりま

すけれども、あとはそれぞれ演芸大会や運動会、それから町長を招いての町政報告会

等々がそれぞれ行われておりますし、この部分を一緒にやるかということにつきまし

ては、ちょっと関係者との協議も必要となってくるかと思いますので、今後の協議を

させていただきたいというふうに思っております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  それと資料の１３１から１３３ページまで、いろいろ講座が載っています。 

 １３３ページの一番下、２個ですね。応募者が最少開校人数の１２名に達しなかっ

たため、開校中止という説明がありましたが、その上のロシア語、ドイツ語講座、受

講生９名です。１３２ページ、魅力アップ講座受講生、これも９名です。それと手品

の達人、１３１ページですね、これは８名です。でも、ここは１２名に達していない

のに開校したんでしょうか。 

 それと、それぞれの各講座の受講料をお尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 講座によってですね、最少開催人数というのが、全部一緒ではございません。 

 それで、実は魅力アップ、それから手品の達人、ロシア語・ドイツ語講座、確か１

０名が最少人数ということで、開催人数ということで、ここは１、２名足りなかった

ですけども、講座生の要望もあってさせていただいておりますけれども、下の２つの

講座につきましては、大きくですね、最少開催人数を下回ったということで、申込者

に了解をいただきながら、中止をさせていただいているところでございます。 

 それから、講座の受講料でございますけれども、基本的に１回につき３００円をい

ただくようにしておりまして、それぞれの講座ごとに回数が違いますので、開催回数

×３００円で頂いているところでございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  今の河内委員の質問に関連でございます。 

 ここはどの講座もですね、見ましたらずいぶん減っているんですね。 

 先ほど補足説明で、課題として住民のニーズを捉えていかなければいけないという

ことで、昨年も言われました。そういうふうにですね。 

 でも実際中身はこうなんですね。人口に対する、やっぱり１０名とか多くて１９名

ですか、１８名ですか。それぐらいの大体この人数を想定して、これは開校されてあ

るんでしょうか。お尋ねいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 
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 たくさんの方にですね、講座には参加をいただきたいんですけども、講師等の関係

も含めると、やっぱり今やってます講座は１５名から２０名から２５名、その程度の

講座でさせていただいているところでございます。 

 この部分が増えるようになってですね、たくさん応募されるということであれば、

また方法を検討しなければならないというふうに思いますけども、現状としてはこう

いった実績でございますので、この部分については、先ほども言いましたけれども、

総括をさせていただきながら、今年度、次年度の事業に、次の事業に展開をさせてい

かなければならないというふうに思っております。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  ぜひですね、この民意の吸収の仕方ですね、集め方ですね、それを考え直してもら

ってですね、しっかりまだ数を上げるように、それぞれ職員が、担当がいるんですか

ら、それだけ町も経費をかけて開催しているわけですから、講師の方も呼んでいるわ

けですから、ぜひ、その辺をお願いしたいと思います。 

 それと資料の１２９ページ、青少年育成町民会議、こちらについてお尋ねいたしま

す。 

 この育成部会は、もう三輪、夜須一緒にですね、私も参加させていただいておりま

すが、やっておるわけですが。家庭部会、環境安全部会、こちらについては、三輪地

区、夜須地区別でされてあるわけですが、もう合併して１０年になってですね、やは

り一緒に、１つになって、合併して取り組んでいくべきではないだろうかというよう

な気がいたします。 

 地域性とかがあってですね、今現在やられることも、やられてあることも、活動さ

れてあることも別なんですけども、やはりそれは合併してですね、１つになって。 

 職員の方もやはり両方に出られるということであればですね、別々の方か一緒の方

か分かりませんけども、やっぱり２倍出られてあるわけでですね、そこら辺りをです

ね、どう考えてあるかお尋ねいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 ご指摘のとおり家庭部会につきましては、三輪、夜須それぞれ部会がございますし、

環境安全部会についてもそれぞれでございます。 

 活動の内容もかなりですね、それぞれのオリジナルと言いますか、そういったもの

をやられてございますし、以前、合併の協議はですね、されたという経緯も聞いては

おりますけれども、なかなか整わなかったということも報告を受けているところでご

ざいます。 

 しかしながら、今日のご意見も頂きましたので、再度また部会のほうでですね、こ

ういう投げかけがあっておるということについては、部会の皆さんと話ができないか

なというふうに思っているところでございます。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  資料、成果と課題のところでございます。 

 １３５ページのスポーツ少年団のところで、提案なり要望というような形でお願い

をしたいと思いますが。 

 スポーツ少年団、２０団体の団体があるようでございまして、それぞれ指導員の

方々たいへん優秀な方で、日夜がんばっていただいているというふうに思っておりま

すが。 

 １３日の日に三輪小学校で行われました、これは主催がちょっと違っているかもし

れませんが、レスリングの大会があっておりました。子どもたちと保護者の方合わせ

て２００から３００おられたんじゃないかと思いますけれども。 
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 それぞれスポーツ少年団の指導者の方、団員も、全国大会それから県、九州、それ

ぞれ行って活躍されている団体でございます。 

 そういうところで、町内でですね、大会を催してもらう、冠大会、町長杯、なんで

もいいですけれども、そういうふうに地域から呼んで、運営をする大会を催されては

どうかと思うんです。 

 １つの団体で２００から３００、保護者を含めて来られる大会をすればですね、仮

に弁当を取ってもですね、１人５００円にしても、それだけでも１５万。２０団体、

それぞれが大会を１年に１回やってもらっても、大変な金額になると思います。交流

人口も増えるという形で。 

 どんなでしょうか、そういうふうな大会を催すための運営費も足りないというとこ

ろの話も聞きます。お金を持ってないというところもございますので、そういう大会

をするところには、補助金として、例えば５万円とか、１大会をすれば５万円補助し

ますよというような形でですね、そういう２８年度に向けてやられることはどうだろ

うかと思います。 

 それだけの人が寄ってくるんではないかと思いますし、また、子どもたちの士気も

高まるし、指導員の方々のやる気と言いますか、そういうもの。また、それだけ優秀

な選手がいるわけですから、ぜひそういう提案をしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。  

 多目的運動公園もオープンをいたしました。たくさんの方々に利用していただくと

いうのは、一番大切なことだろうというふうに思っております。 

 しかしながら、先ほど言われました部分につきましては、なかなかですね、今の段

階で、ちょっと方向性は示しにくいところがございます。 

 関係団体、例えば体育協会さん、それからスポーツ少年団さんのほうともですね、

そういう大会をどんなふうに捉えていこうとされているのかということをですね、ま

ず状況を把握をさせていただきたいというふうに思っておりますし、誘致について

は、そういうことを踏まえて今後の方向性を協議をしていきたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これで、歳出を終わります。 

 続きまして、歳入の説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  それでは、決算書によりまして、歳入の説明をいたしたいと思います。 

 事項別明細の中から説明を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 ９ページ、１０ページをお願いいたします。 

 １款町税でございます。調定額３，２３９，２９６千円に対しまして、収入済額２，

９６２，９３２千円でございます。昨年度に比較いたしまして、収入済額７９，８９

５千円の増額となっております。 

 不納欠損額につきましては、１１，４０３千円、昨年度に比べまして１９，５１３

千円の減となっております。 

 次のページでございます。２款でございます。 

 地方譲与税交付金から１２款の交通安全対策特別交付金につきましては、説明を省

略したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次は、１７、１８ページをお願いいたします。 

 １７ページ、１３款分担金及び負担金でございます。調定額１９６，８０１千円に



 59 

対しまして、収入済額１９４，２９０千円でございます。 

 収入未済額につきましては、２項３目の児童福祉費負担金２，５１０千円でござい

ます。これにつきましては、保育料等の未納分でございます。 

 それから次のページ、１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

 １４款使用料及び手数料でございます。調定額につきましては、２７０，０１８千

円に対しまして、収入済額２３１，９２４千円でございます。 

 収入未済額につきましては、３８，０９４千円でございます。 

 主なものにつきましては、町営住宅の使用料の未納分でございます。 

 それから、２３ページ、２４ページをお願いいたします。 

 １５款国庫支出金でございます。収入額１，４６８，２１０千円でございます。 

 主なものにつきましては、１項３目民生費国庫負担金、児童手当負担金３６７，４

６６千円、それから保育所運営負担金１１４，４０１千円、それから障害者自立支援

給付費負担金２０６，６４９千円、それから２項３目民生委員国庫補助金につきまし

ては、臨時福祉給付金事業費負担金ということで、事務費合わせまして１１３，６２

６千円でございます。 

 続きまして、７目防災安全交付金ということで、これにつきましても、交付金とし

て上げております。２３４，９０７千円でございます。 

 それから、２７ページ、８ページをお願いいたします。 

 中ほどでございます。１６款県支出金でございます。収入済額６４３，７９１千円

でございます。主なものにつきましては、１項３目民生費県負担金、児童手当負担金、

７９，８９６千円、それから国民健康保険基盤安定負担金６７，０２４千円でござい

ます。それから保育所運営費負担金５７，２００千円、それから障害者自立支援給付

負担金１０３，９４９千円、それから後期高齢者医療保険安定負担金６４，８１４千

円でございます。 

 ３５ページ、６ページをお願いいたします。 

 １７款財産収入でございます。財産収入済額２２５，１６２千円でございます。 

 主なものにつきましては、１款１項２目利子及び配当金、各種基金の利子でござい

ます。２１０，６８４千円でございます。 

 それから、３７ページ、３８ページをお願いいたします。 

 １８款寄付金でございます。寄付金につきましては、主なものは、指定寄付金、房

と応援寄付金２，１１０千円でございます。 

 １９款繰入金でございます。 

 繰入金につきましては、収入済額７５３，７５７千円でございます。 

 主な繰入金につきましては、財政調整基金から１億円、それから地域振興基金から

１２２，７２０千円、それから、公共施設等整備基金から１６７，３９５千円でござ

います。 

 合併時に造成いたしました振興基金の繰入金につきましては、地域振興基金に積み

立てております。 

 それから、３７ページ、８ページ、諸収入です。 

 ２１款諸収入につきましては、収入済額１３６，４４９千円でございます。 

 ４５ページ、４６ページにつきましては、２２款町債でございます。 

 町債につきましては、１，０８４，２９４千円の借り入れを行っております。 

 繰入金それから町債等につきましては、決算の概要の中にですね、細かく資料を付

けておりますので、参照していただきたいと思います。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  歳入の説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 
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 河内委員  決算の概要の中でお尋ねします。 

 １９ページ、基金なんですけれども、財政調整基金積立金、決算額１３１，５７６

千円。 

 これは、この決算の概要は普通会計ということですよね。ということは、一般会計

と住宅新築資金特別会計が一緒になってないといけないんじゃないかなと思うんで

すが、この１３１，５７６千円というのは、一般会計の基金ではないかなと。 

 住宅新築資金特別会計は、積立金、財政調整基金積立として、４６８，５２０円積

立金で上げてます。これ足さないといけないんじゃないかなと思うんですが、説明を

お願いいたします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えします。 

 ご存じのとおり、決算統計上の数字でございます。財政調整基金というのは、基本

的には一般会計のものでございます。住宅新築資金のものも調整するために財政調整

基金という名前を使っておりますが、決算統計上の取り扱いが違っております。そう

いう意味で足し込んでないというような考え方でございます。 

 先だってから違うところでご質問がありました。一般会計と普通会計の違い、説明

しましたように、一般会計というのは、一般会計と住宅新築資金を足したものです。 

 いわゆる住宅新築特別会計の費用というのはですね、民生費の社会福祉費というふ

うな取り扱いになります。ですから、総務費の中には合計が入ってきません。 

 そういうふうな複雑な取り扱いがございますので、単純にそこを足していただいた

ものが、そうなるというふうなことにはなっておりませんし、そういうことでご理解

いただきたいと思います。 

 私もいろんなところが、そういう場面でですね、単純に決算書と合わないというの

が、普通会計の部分でございます。以上です。 

 委 員 長  他に質疑ございませんか。 

 これから、認定第１号「平成２６年度筑前町一般会計歳入歳出の決算の認定につい

て」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第１号は、認定することに賛成の方は、挙手お願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第１号「平成２６年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」は、認定すべきものと決定いたしました。 

 委 員 長  続きまして、認定第２号「平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

の決算の認定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

健康課長 

 健康課長  国民健康保険事業特別会計の２６年度決算状況について、説明をいたします。 

 まず、決算書のほうから説明をいたします。 

 決算書２２２ページをお願いいたします。 

 まず、歳出でございますが、１款総務費です。 

 １款１項１目一般管理費として、３９，９６５千円を支出いたしました。 

 支出の主なものは、人件費及び健康保険証の印刷、郵送費及び法改正に伴う電算シ

ステムの改修委託料です。 
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 ２目の連合会負担金１，２９６千円は、国保連合会への事務費負担金です。 

 ２２４ページ、２項１目賦課徴収費として１，４０１千円を支出しておりますけど、

役務費の納税者宛の郵便代が主なものとなっております。 

 ３項１目運営協議会の１４０千円の支出は、国保運営協議会委員の日額報酬となっ

ております。 

 次に、２款保険給付費です。２，３２２，９２１千円を支出いたしました。前年度

支出額より５５，１１０千円の増となっております。 

 内訳といたしましては、１項療養諸費が２，０３９，４９４千円で、４７，４３４

千円の増です。 

 ２２６ページです。 

 ２項高額療養費が２６８，５９９千円で９，１４６千円の増です。 

 ２２８ページです。 

 ３項移送費が１５千円の支出です。 

 ４項出産育児諸費が１３，８５１千円で、１，１８６千円の減です。 

 ５項葬祭諸費が９６０千円で、３００千円の減となっています。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金は４０８，８５５千円で、９，４５５千円の増とな

っています。 

 ２３０ページです。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金として２９４千円を支出いたしました。 

 ５款老人保護拠出金は、事務費拠出金の１４千円を支出しております。 

 次に、６款介護納付金は１８８，８９７千円で、前年度より２，８３４千円の増と

なっております。 

 ２３２ページです。 

 ７款共同事業拠出金は、財政安定化と医療費の平準化のため、国保連合会が運営す

る事業に対する拠出金でありますが、４２５，５２３千円を支出いたしました。前年

度より１１，４６１千円の減となっています。 

 ２３４ページです。 

 ８款保健事業費です。 

 １項特定健康診査等事業費は１６，６８４千円を支出し、前年度より３，１７４千

円の減となっています。 

 減額の主な要因といたしましては、１３節委託料の特定健診委託料の減によるもの

です。 

 ２項保健事業費は７，２５０千円で、前年度よ１，７９１千円の減です。 

 主な支出といたしましては、１３節委託料でレセプト点検業務に伴う委託料とし

て、５，３５３千円を支出しています。 

 次に、１０款公債費です。これは、歳入欠陥時に一般会計から一時借入を行った際

の一時借入金利子５５千円を支出しております。 

 １１款諸支出金です。４８，５０８千円を支出しています。 

 内訳としまして、１目の一般被保険者保険税還付金が１，６７７千円、２目の退職

被保険者保険税還付金が２９千円、３目の償還金が４６，７６８千円、４目の一般被

保険者還付加算金が３３千円となっています。 

 １２款予備費から１０１千円の充用を行っております。 

 １３款前年度繰上充用金は、２５年度国保会計の収支が１０４，０８２千円の赤字

となりましたが、赤字決算とならないように、２６年度予算から繰上充用を行ったも

のであります。 

 以上、歳出予算現額３，６９６，７５２千円に対し、支出済額３，５６５，９４８

千円です。 
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 続きまして、歳入です。 

 ２０８ページをお願いします。 

 １款国民健康保険税です。６６１，３３６千円を収納いたしました。前年度より２，

１３３千円の増です。 

 ２１０ページです。 

 ２款使用料及び手数料です。 

 督促手数料６８４，５３４円を収納いたしました。 

 督促手数料につきましては、２００円となっておりますが、分納により本税と督促

手数料を合わせて納付される場合に、分納回数によりましては、円単位での納付ケー

スがありますので、このような金額となっております。 

 次に、３款国庫支出金です。 

 ３款１項国庫負担金として６９１，２４８千円を受け入れていますが、前年度より

４６，４９７千円の増となっております。 

 特に、１目療養給付費等負担金が６６９，７４９千円で、前年度より４８，４３５

千円の増となっています。 

 また、２１２ページの２項国庫補助金の１目財政調整交付金は２１４，８８８千円

を受け入れており、１４，３７０千円の増となっております。 

 ４款療養給付費交付金です。２２９，８７４千円を受け入れています。これは、退

職被保険者に関わる療養給付費相当額を社会保険診療報酬支払基金が交付をするも

のです。 

 退職被保険者の減少によりまして、昨年より１１，４５９千円の減となっておりま

す。 

 次に、５款前期高齢者交付金です。６７５，５０２千円を受け入れています。 

 前期高齢者交付金につきましては、６５歳から７４歳までの前期高齢者の増加が、

前期高齢者の加入が多い国保財政を圧迫する要因となっており、その財政調整のため

に交付されるものでありますが、前年度より７，３３４千円の増となっております。 

 次に、６款県支出金です。１８０，７２７千円を受け入れています。前年度より９，

１２３千円の減です。 

 次に、７款共同事業交付金ですが、４５５，０１６千円を受け入れています。前年

度より３２，８１４千円の増となっております。 

 なお、１目高額医療費共同事業交付金は、１件当たり８００千円を超える高額医療

費、２目の保険財政共同安定事業交付金は、１件当たり８００千円以下で３００千円

を超える高額医療費全体について、交付をされるものであります。 

 ２１６ページです。 

 ９款繰入金は、全体で２７６，７３７千円でありますが、前年度より３０，５７３

千円の増となっております。 

 １節の保険基盤安定繰入金から５節の財政安定化支援事業繰入金までが法定繰入

金で、６節のその他一般会計繰入金が赤字補填のための法定外繰入金となっておりま

す。 

 １０款繰越金は０となっております。 

 ２１８ページ、１１款諸収入ですが、４，４００千円の収入で、前年度より８，４

４４千円の減となっております。 

 減額の主な要因といたしましては、２２０ページ、４項１目の一般被保険者第三者

行為納付金が、前年度より６，７９２千円の減額となったことによるものです。 

 なお、７目の歳入欠陥補填収入は、２５年度国保会計へ繰上充用を行うための予算

措置を行った際に、その財源となるものがないことから設けた科目でありますので、

収入済額は０となっております。 
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 歳入予算現額３，６９６，７５２千円に対し、収入済額３，３９０，４６８千円で

す。 

 ２４２ページです。 

 歳入総額３，３９０，４６８千円、歳出総額３，５６５，９４９千円、歳入歳出差

引額、マイナス１７５，４８１千円となっております。 

 なお、マイナスの１７５，４８１千円につきましては、２７年度国保会計予算から

繰上充用の措置を行っております。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料で説明をいたします。 

 ２２ページをお願いします。 

 １、国保世帯及び被保険者を前年度と比較いたしますと、世帯数は２６年度平均で

４，１３９世帯となり、前年度より１７世帯増加をいたしましたが、平均被保険者数

は７，６７８人となり、前年度より４３人減少をしております。 

 ７５歳以上が後期高齢者医療に移行することもあり、被保険者数は減少傾向にあり

ます。 

 ２、医療費の状況につきましては、総医療費で対前年度比２．４０％の増、１人当

たり医療費も２．９７％の増となっております。 

 ３、保険給付費等の状況につきましては、国保で負担をした金額となりますが、療

養諸費、その他の給付費の合計が、前年度より６３，５４６千円の増となっておりま

す。  

 ２３ページ、４、国保税の状況でありますが、表に一部誤りがありましたので、申

し訳ありません。訂正をお願いいたします。 

 右端の収納率の２行目が、▲１．０２％となっておりますが、マイナスではなくプ

ラスでありましたので、▲の削除をお願いします。正確には１．０２％でございます。

大変申し訳ありませんでした。 

 それでは、説明に移ります。 

 ２６年度の調定額は、対前年度比で現年分が０．０１３％の増、滞納繰越分が２．

２３％の増となっています。 

 収納率は現年分が０．０６％の減、滞納繰越分が０．８４％の増となっております。 

 次に、５、レセプト点検の実績です。 

 レセプト点検業務は業者に委託をし、実施をしております。年間５００万程度の委

託料を支払っております。２６年度の効果額が前年度より減少しておりますが、これ

は、国保連合会で実施をしております一時点検の強化によりまして、２次点検を実施

をしております市町村での効果額が減少をしているものであります。 

 次に、６、徴収金との状況ですが、交通事故などによる第三者行為と資格喪失後受

診の医療費返還が、合計で４８２千円となっております。 

 次に、７、特定健診ですが、６月から１０月にかけまして２５回の健診を実施をい

たしましたが、対象者数５，７７２名、受診者数１，８０８名で、受診率は速報値で

３１．３％となっております。受診率は前年度より２．５％、現段階で減少しておる

ということでございます。 

 今後も受診しやすい健診体制の確立に向けた取り組みに努力をしていきたいとい

うふうに考えております。 

 特定健診の結果、保健指導が必要な動機付け支援及び積極的支援、対象者が１７４

名でございましたが、内１２４名に保健指導を行うことができ、保健指導実施率は７

４．７％となっております。 

 ２５ページです。 

 最後に、国保特会における当面の問題と課題でございます。 

 国保事業は、高齢化の急速な進展などにより、医療費が増加をする一方で、経済の
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不安定により所得が増加せず、税収の伸びが見込めないという構造的な問題を抱えて

おり、全国的にも厳しい財政状況となっております。 

 本町におきましても、赤字の状態が続いており、毎年一般会計から法定外繰入を行

っております。 

 ２６年度につきましても、１億円の繰り入れを行いましたが、単年度収支が１７５，

４８１千円の赤字となったため、２７年度予算からの繰上充用の措置を行っておりま

す。 

 赤字額を縮減するために、国保運営協議会において税率改定に関する審議を行い、

２７年度課税分から税率を改定することを、２６年１２月議会において可決していた

だいたところです。今後も財政健全化のための取り組みに努力していきたいと考えて

おります。 

 また、特定健診事業を実施するにあたりましては、平成２５年に策定をいたしまし

た第２期筑前町特定健康診査等実施計画に基づいた受診率目標達成に向け、完全予約

制の定着が課題であるというふうに考えております。 

 さらに健康意識の向上、重症化予防を推進するにあたり、関係機関との連携を強化

していきたいと考えております。 

 具体的措置といたしまして、５項目にまとめております。➀から⑤に記載をしてい

るとおりでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  決算書の２１０ページ、国庫支出金について、お尋ねします。 

 当初に比べ途中補正で約１４０，０００千円減、さらに調定で約１１０，０００千

円の減、約２５０，０００千円の減になっています。当初の見込予算額の算定が甘か

ったのではと考えますが、見解をお尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えをいたします。 

 国保特別会計につきましては、予算編成の段階で赤字という状況になります。歳入

不足が相当見込まれますので、あらゆる歳入を見込みを立てまして、なおかつ足りな

い分につきましては、収支を合わせるために、この国庫支出金で調整をさせていただ

いておりますので、毎年このような形になっておるという状況でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書の２３４、２３５ページ、８款１項１目、１３節委託料をお尋ねします。 

 当初予算で、管理栄養士派遣委託料として３，４２８千円上げていて、委託はなか

ったんでしょうか。次年度以降、この管理栄養士派遣委託はどうされるのか、お尋ね

をいたします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 年度の当初につきましては、なかなか管理栄養士を募集をかけても応募がないとい

うことで、派遣という形で予算組みをさせていただいておりましたけど、実際にはで

すね、募集をかけたところ管理栄養士の応募があったということで、この委託料を使

わずに報酬のほうから支出をさせていただいております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  もう１つお尋ねしてたんですけど、次年度以降はどうされるのか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  失礼しました。 
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 確約をしていただいているわけではございませんけど、できる限り続けてですね、

来ていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  実績報告書の２５ページに、当面の課題なり具体的措置を書いておられますが、こ

れに該当するわけではないんですが、私、テレビ報道でですね、ちょっと気になった

ことが、薬の飲み忘れ等によってですね、たくさんの薬を持ってある方が、指導とい

うか、一回テレビちらっとだけ見たんですよ。 

 そしたら主治医の先生と話をして、薬を減らしたりとか、それとかそういうふうな

措置の仕方をですね、患者さんと先生の話し合いを、その指導をされて、一緒に会わ

れて、そしてその薬の服用をどのようにするかという指導を、テレビでちらっと見た

んですよ。 

 ですから、そういう措置もですね、やっぱ今後必要になってくるのかなとちらっと

思ったもんですから、ここには掲げておられないわけですが、もうやっぱり高齢者に

なってくると、薬はたくさん貰ったばってん、そのままなおしてあるという方がです

ね、結構おられるということで、テレビでちょっと見ました。 

 そういう対策も今後必要じゃないかと思うんですが、何か考えがあったらお願いし

ます。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  今、議員申されましたように、定期的に服薬をされている方につきましては、相当

の残薬があるということでございます。 

 今ですね、もう来年度からの取り組みになろうかなとは思っておりますけど、朝倉

薬剤師会と行政との合同の取り組みによりまして、筑前町、朝倉市、東峰村ですね、

それと朝倉の薬剤師会との合同の取り組みによりまして、残薬バッグという取り組み

をしたいということで、今準備を進めさせていただいております。 

 定期的に薬を飲まれている方に対して、薬を入れる袋を配布をいたしまして、新し

い薬を貰われるときに、薬局の方がバッグの中に残薬を持って来てもらいまして、薬

局の方がその薬を確認されて、無駄な薬は出さないといったような取り組みでござい

ます。 

 もうやろうということてですね、薬剤師会とはもう話ができておりますので、その

準備中ということで、来年の４月からの取り組みになるのではないかと思っておりま

すけど、準備をしているところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  短期保険証について、お尋ねします。 

 発行数と、役場に留め置きされている数、あるのか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 短期証につきましては、変動がありますけど、大体約４３０名ぐらい、今、１カ月

の短期証を出しております。 

 ちょっともう１つの質問がよく分からなかったんですけど。 

 河内委員  発行している中で、取りに来なくて役場においてあるやつ。 

 健康課長  短期証についてですけど、年度当初にですね、短期証を送ります。 

 そのあと短期証の場合は、当然、途中で、その期間が過ぎたら貰いに来てもらわな

いかんということがありますけど、数はですね、正式には持って来ておりませんけど、

取りに来られてない方もあるということでございます。 

 当然、短期証以外についてはですね、すべて郵送をしておりますので、役場のほう

で持っているということはないということでございます。 
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 委 員 長  河内委員 

 河内委員  取りに来られてない方の世帯の中にですね、１８歳未満の子どもさんがいる世帯が

あったら、法律で、１８歳未満の子どものいる世帯には保険証を送らないといけない

というふうになっていますので、それは、ぜひ改めていただきたいと思いますが、調

べていただけますか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  健康保険証につきましては、今、１人に１枚ずつ発行しておりますので、１８歳以

下の方についてはですね、１年分の保険証を当初から送っております。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  確か今年の４月から国民健康保険税が改正されて上がったということであったか

と思われます。 

 構造的な問題、制度上の課題等がございまして、決算書では収入未済額が２２３，

５０６，２６７円ということで、歳入歳出の差引不足額は、翌年度繰上充用金１７５，

４８０，９３３円必要となっております。そういった要因でございまして、こういっ

たことについてですね、町民、保険加入者、被保険者ですね、こういった方々へ、こ

のような状況、実態であるということを十分に伝えていきながら、収入未済を減らす、

滞納等を少なくしていくということに、なお一層努力が必要というふうに考えますけ

ども、そういったことについての見解を求めたいと思います。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  国保会計の収入未済については、国保税の滞納分ということになりますけど、今年

度は税務課のほうもですね、収納対策のアドバイザーの雇用などにより、その収納の

強化をしていただいておるところでございます。また、このことをまず住民の方々に

対してですね、どうやってアピールをしていくかということについてはですね、より

良い方法をまた考えていきたいというふうに思います。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第２号「平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第２号は、認定することに賛成の方は、挙手お願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第２号「平成２６年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」は、認定すべきものと決定いたしました。 

 散  会  

 委 員 長  以上で、平成２６年度筑前町国民健康保険事業歳入歳出決算の認定までの審査が終

了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 明日は、午前１０時から会議を開きたいと思います。９時３０分までに議員控室に

ご集合ください。お疲れさまでした。 

 （１６：５６） 

 


